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資料４-１ 

番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （１）教育内容に関する取組  ①学生の確保  ア 学部 

21101 

＜適切な選抜の実施＞ 

本学のアドミッションポリ

シーの周知に努めながら、積

極的に学生募集を行う。 

令和８年度入学者選抜につ

いて、県内高等学校や医療機

関をはじめとする幅広い関係

者に向けて、大学ホームペー

ジやオープンキャンパス、入

試説明会など様々な機会にお

いて、周知と説明に努める。 

令和７年度入学者選抜を中

心に、これまでの入学者選抜

結果を点検し、より適切な選

抜の実施に向けた検討を行

う。 

 本学のアドミッションポリシー＊に基づき積極的

な学生募集に努めた。また、令和８年度入学者選抜試

験について、説明会やホームページを通じて周知を行

い、これを適切に実施した。さらに、入学者選抜のよ

り適切な実施体制構築に向け、検討を行った。 

 

【入学者選抜関連情報の発信】 

①県内高等学校及び市町を対象とした令和８年度入

学者選抜に関する説明 

 令和８年度入学者選抜試験について、５月に県内高

等学校及び市町を対象とした説明会を対面にて開催

した。この説明会において、令和７年度入学者選抜の

結果と令和８年度入学者選抜の方法についての説明、

県内高等学校出身在学生による学生生活の紹介、個別

相談を行った（高等学校27校と10市町が参加）。また

同様の内容について、９月に三重県高等学校進路指導

協議会主催の入試説明会（オンライン開催）に参加し

て説明を行った。 

②オープンキャンパス＊ 

 ８月に対面でのオープンキャンパスを実施した。

623 名の参加者を対象に、大学紹介と入試説明、模擬

講義、看護職体験ブース、入試個別相談などの内容を

それぞれ実施した。入試個別相談については、36件で

あった。 

③各種進学説明会 

 各種進学説明会に参加し、令和８年度入学者選抜試

験などの説明を行った。全 14 会場にて 194 名の参加

（三重県 13 会場 191 名、愛知県１会場３名）があっ

た。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

【令和８年度入学者選抜試験の実施】 

 特別選抜、大学入学共通テスト、一般選抜前期日程、

一般選抜後期日程を実施した。入学者選抜において入

学定員を満たし、合計101名の入学生を確保した。こ

のうち、地域の事情等を踏まえた特色ある入学者選抜

（「地域推薦型選抜」「多言語多文化選抜」「東紀州地域

指定校推薦型選抜」「一般選抜前期日程地域枠」）での

入学生は合計12名であった。* 

  

【入学者選抜の点検・検討】 

①アドミッションポリシーへの選抜方法の追記 

各入試区分の選抜方法を明確に示すため、アドミッ

ションポリシーを改正した。 

②入試問題チェック体制の強化 

令和７年度一般選抜前期日程「外国語」及び令和８

年度特別選抜「数学」の試験問題において出題ミスが

発生したことを踏まえ、印刷前の入稿データの再確

認・印刷後の点検にあたる人員の増員等、入試問題の

チェック体制の見直しと強化を行った。また、他大学

の状況調査など今後の入学者選抜のあり方について

検討を開始した。 

③入学者選抜方法改革 

今後の入学者選抜方法のあり方について検討を開

始し、研究・教育コロキウム＊において、入学者選抜

における現状や改善の方向性についてグループワー

ク形式で意見交換を実施した。そこで得られた意見を

踏まえ、令和８年度も引き続き検討を行う予定であ

る。 

（関連項目 21202） 

 

* 補足資料１：入学者選抜方法の点検 参考データ 

 

【質問１】 
 地域の事情等を踏まえた特色ある入学者選
抜（「地域推薦型選抜」「多言語多文化選
抜」「東紀州地域指定校推薦型選抜」「一般
選抜前期日程地域枠」）のなかで、R6年度
の入試では「多言語多文化選抜」の合格者は
0名であった。今年度の入学生はどうであっ
たか。その対応は何か施されているのか。 
 
 
 
 
 
 
 
【質問２】 
 令和７年度一般選抜前期日程「外国語」、
令和８年度特別選抜「数学」の試験問題にお
いて出題ミスが発生した。 
①出題ミスの原因と対策についてもう少し詳
しく聞きたい。 
②出題ミスによる受験生への影響（例えば、
不合格者が合格になった場合への対応とその
結果など）について伺いたい。 

【回答１】 
 令和７年度に実施した、令和８年度入学者
選抜における多言語多文化選抜の志願者は０
名であった。多言語多文化選抜の実施に向け
ては、本学ホームページ上での情報発信のほ
か、本学が主催する入学者選抜説明会の機会
を活用して制度の周知を行っている。また、
三重県高等学校進路指導協議会主催の入試説
明会においても制度の周知を行った。これま
でも、当該選抜に適した生徒の在籍する可能
性の高い高等学校への訪問や、電話による聴
き取りなどを行ってきている。これらの結果
を踏まえると、志願者がいなかったのは、出
願条件に合致する生徒がいなかったためと推
測している。 
 病院や市町からの受け入れニーズは一定あ
るものの、制度導入後２年続けて志願者がい
ない状況が続いており、今年度も同様の状況
が続く場合には、制度の運用方法も含めて検
討していく必要があると考えている。 
 
【回答２】 
①令和７年10月31日、令和７年12月５日に
大学ホームページで公表した資料を提出。 
②「令和７年度一般選抜前期日程」の出題ミ
スについては、受験者全員（157名）を正解と
して採点をやり直した。その結果、４名が新
たに合格者となったことから、速やかに受験
者本人と保護者に対し謝罪と経緯説明を行う
とともに、一人ひとりの事情に応じた対応を
行った。また、経済的補償についても、個別
の事情を踏まえ、社会通念上相当と認められ
る範囲で対応した。 
 「令和８年度特別選抜」の出題ミスについ
ては、受験者全員（103名）を正解として採点
をやり直した。なお、本件は合否判定前に判
明したため、合否結果への影響はなかった。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

21102 

＜高大接続の拡大＞ 

「一日みかんだい生」、 

「出前授業」においては、看

護職についての理解を深め、

三重県に貢献する意欲のある

人材の育成に取り組むととも

に、オープンクラスを適切に

実施する。 

入学前の学習課題を提供す

ることで、本学の学修に必要

な基礎知識を身につけること

ができるように支援する。 

高校訪問を実施するととも

に、県教育委員会との連携の

在り方を検討する。 

【一日みかんだい生】＊ 

８月の２日間、高校生を対象とした「一日みかんだ

い生」を開催した。各日定員約50名に対し、142名の

応募があり、抽選の結果、両日で28校から計95名（１

年生35名、２年生21名、３年生39名）が参加した。 

当日は、本学在学生による体験談、看護職経験者に

よる講義及び質疑応答のほか、「自分はどのような看

護職者になりたいか」「それが患者にどのような意味

や影響をもつか」をテーマとしたキャリアデザインワ

ークショップを実施した。 

アンケート結果では、参加理由として「看護職に興

味がある」が最も多く、全員が「とても良かった」「良

かった」と回答し、高い満足度が得られた。特にワー

クショップは「とてもよかった」が83.5％を占めた。

自由記載では、大学生活を具体的にイメージできたこ

とや、看護職のやりがいや課題について理解が深まっ

たとの意見が多く見られ、看護職の役割をより明確に

捉える機会となった。 

 

【出前授業】 

６月上旬から７月中旬にかけて、本学教員が高校を

訪問し、看護の仕事や看護職を取り巻く環境について

講義を行う「出前授業」を実施した。県内25校から計

480名の高校生が参加した。 

アンケート結果では、参加理由として「看護職に興

味がある」「将来看護職に就きたい」が多く、受講後は

「看護職についてもっと知りたい」「看護職を志す気

持ちが高まった」と意欲の向上が確認された。看護職

に関する知識や理解が深まったかとの問いに対し、

「とてもそう思う」81.6％、「まあまあ思う」18.0％と、

ほぼ全員が肯定的に回答しており、事業の満足度は高

かった。自由記載では、普段知ることのできない勤務
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

実態への理解や、将来について考えるきっかけになっ

たとの意見が挙げられた。 

 

【高校生のためのオープンクラス】＊ 

１月の３日間、「高校生のためのオープンクラス」を

開催し、11校19名の高校生が本学の講義を受講した。

アンケートの自由記載では、「看護師は病気を治す知

識だけでなく、心を支える知識も必要だということに

気が付いた」「学生は分からないことをその場でPCを

使って調べていて、授業への集中力がすごいと感じ

た」等の意見があり、大学の講義や学生生活を具体的

にイメージする機会となった。 

【入学準備教育の実施】 

特別選抜による入学予定者を対象に、入学前学習課

題を提示して自己学習を促すとともに、これを踏まえ

たスクーリングを実施した。入学までの期間を大学生

活への重要な準備期間と位置づけ、本学での学修に必

要な基礎知識の習得を支援した。 

 

【教員による高校訪問】 

学生募集及び大学広報、並びに高校教諭との連携強

化を目的として、県内外の高校訪問を実施した。 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （１）教育内容に関する取組  ①学生の確保  イ 研究科 

21103 

＜適切な選抜の実施＞ 

将来の看護分野における高

度な実践者、教育者、研究者

を確保するために、医療職者

や本学学生、卒業生に対する

広報活動を継続しつつ、より

効果的な広報の方法を検討す

る。 

 将来の看護分野における高度な実践者、教育者、研

究者の確保に向け、年度当初に連携協力協定病院をは

じめとする県内病院及び三重県内の全ての保健所、市

町の保健センター及び三重県看護協会、加えて、修了

生が所属する三重県外の施設にも大学院募集案内及

び募集要項を送付した。 

 学部のオープンキャンパスと同日に対面で「大学院

オープンゼミ」＊を開催し、大学院の受験等について
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

希望者に個別相談の機会を設けた。 

  学内推薦入試＊については、年度当初のガイダンス

やオリエンテーションで、全学年に対し大学院進学の

勧めと学内推薦制度、また学部卒業後引き続き本学大

学院に入学する場合は、入学料が免除となることにつ

いて説明した。保護者に対しては、入学式後の保護者

向けの教育説明会で、学内推薦入試に関する大学院の

チラシを配布した。３年生へは実習オリエンテーショ

ン時（８月）にも同様の説明を行った。また、６月に

行われた「ようこそ先輩」において、看護師や保健師

等として働く卒業生とともに、本学大学院へ進学した

卒業生も招き、在学生が大学院進学を知る機会を作っ

た。２年生対象の「キャリアデザイン」の授業におい

ても、本学の大学院修了生である看護系教員や専門看

護師を招聘し、低学年の時期から大学院進学への意識

を高めるよう努めた。12月に実施した４年生に対する

就職・進学に関するアンケートの結果では、就職選択

において進学を含めて検討したと回答したものが

25.5％（令和６年度：13.0％）であった。また「将来

的には大学院に進学したい」など進学に意欲的な意見

が複数あった。 

 ６月に在学する大学院生に対し大学院進学に関す

るアンケート調査を実施した（回答者21名）。本学大

学院に関する情報源として多かったものは、本学教員

からの案内13名、大学ホームページ９名であった。大

学院の情報を受け取る方法に関する自由記述では、教

員との面談の機会の拡充、オンライン説明会の実施、

動画配信などの意見があった。大学院進学のきっかけ

として多かったものは、「本学教員から案内された」が

10名、「臨床での課題を感じたため」が10名であった。 

 大学院広報を目的に、在学生・修了生を対象に大学

院進学の動機や就学と仕事の両立の工夫、研究活動等
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

に関し、座談会形式でのインタビューを行い、大学院

広報用動画を作成した。作成した広報動画は２月より

本学ホームページ及び動画共有サイト上にて公開し

た。 

  令和８年度入試では、夏期募集において受験者３名

中３名が合格した。また、冬期募集においては、受験

者１名中１名が合格し、合計４名（修士論文コース３

名、CNSコース＊１名、４名のうち、三重県内２名、三

重県外２名）が令和８年度の入学生となった。 

 各入試区分の選抜方法を明確に示すため、アドミッ

ションポリシーを改正した。   

（関連項目 21302、72101） 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （１）教育内容に関する取組  ②教育課程及び教育内容の充実  ア 学部 

21104 

＜教育課程・教育方法・内容の

充実＞ 

令和４年度改正カリキュラ

ムのうち、令和７年度に開講

する「総合課題探究Ⅱ」など

を適切に行う。 

令和４年度改正カリキュラ

ムが完成年度を迎えるため、

その評価を実施する。また、

学修成果アンケートを継続し

て実施する。 

「国際看護実習Ⅰ、Ⅱ」を

適切に実施するとともに、国

際交流協定を締結しているマ

ヒドン大学との交流を促進す

る。また、新規の国際交流協

定の締結に向けて、欧米の大

学を中心にその候補を探る。 

 「総合課題探求Ⅱ」では、異学年（１年生と４年生）

が交流し、臨床場面における倫理問題についてディス

カッションを行い、その結果をまとめ発表するという

一連の過程を通して、「多様な意見・信念を持つ他者と

共同しつつ問題を探求する力」を養うことができた。 

 令和４年度改正カリキュラムの評価として、新設・

大幅変更科目の科目責任者７名を対象としたアンケ

ートを実施した。その結果、科目目標は概ね達成でき

ているものの、課題や改善点が明らかとなった。 

 「学修成果アンケート」は、ディプロマポリシー＊

を踏まえて学生自身がその達成度を自己評価する調

査である。各項目の評価は学年が進行するにつれて上

昇する傾向にあった。卒業生の評価として県内就職先

に依頼している「学修成果に関する調査」については、

令和７年２月から３月に実施した。その結果、「看護職

としての基本的な姿勢や援助実施はできている」とい

う点では概ね高い評価であるが、地域、社会、国際的

な幅広い思考、様々な保健・医療・福祉と連携させる

【質問３】 
 令和７年度から開講した「総合課題探究
Ⅱ」は異学年交流の授業であった。とてもい
い試みだと思われるが、あえて異学年交流授
業にした理由は何か。どのような教育効果を
期待したか、課題は何か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【回答３】 
「総合課題探求」は、臨床場面における倫

理問題について、看護師として問題意識を持
ち倫理的に判断し、行動するための基礎的能
力を養うことや、異学年が交流し、ディスカ
ッションすることで共同探求力を深めること
を目的としている。また、アクティブラーニ
ング形式を用いて、問いの設定・探求の具体
的な方法・アウトプット（成果をまとめたポ
スターの作成・発表）まで一連のグループワ
ークを学生が中心となり進める授業形態をと
っている。 
異学年交流授業にした理由は、１年生にと

っては４年生こそ最も身近なロールモデルで
あり、グループワークにおける４年生の姿に
将来成長した自己イメージを重ねることによ
り、今後の学習へのモチベーションを高める
という効果が期待できるからである。また、
４年生にとっては、異学年とのグループワー
クにより、他者の観点から看護をとらえなお
すことで自己理解を深める機会としているほ
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

内容については低い評価であり、全体としては令和６

年度と同様であった。 

「国際看護実習Ⅱ」（４年生開講科目）については、

旅行会社主催の学生看護研修を活用して９月に実施

し、１名がアメリカ合衆国での研修に参加した。履修

学生には旅行会社の日程以外に、事前学習、実習記録、

最終レポート、学内報告会を課し、その評価により単

位を認定した。プログラムは、保健医療施設の見学、

看護大学での講義や学生との交流、英語でのプレゼン

テーション、文化視察などで構成されており、以前実

施していた国際看護実習Ⅱと同様の学びが得られた。 

 「国際看護実習Ⅰ」（３年生開講科目）については、

希望者はいたが、就職試験と重なったため履修に至ら

なかった。 

 追実習の実施を検討する際の判断基準や実習施設

等の条件が整わない場合の措置を明確にするため、

「実習の出欠席及び追実習に関する取扱要領」を改正

した。 

 

 国際交流協定を締結しているマヒドン大学との交

流については、マヒドン大学の制度変更により令和７

年度は本学での研修プログラムが開講されなかった

ため、本学への受け入れは無かった。 

 一方で、７名の成人・老年看護学領域の修士学生と

１名の教員を 10 月の４日間で受け入れ、滞在期間中

は、本学の成人・老年看護学領域の教員等による様々

な講義や施設見学により日本での看護実践に接する

とともに、本学大学院生との意見交換会は、日本とタ

イ王国の看護研究について情報交換する場となった。

また、津市の専修寺などの視察により日本の文化を体

験し、さらに歓迎会では、本学学部生との交流を深め

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か、グループディスカッションを主導する役
割を担うことを期待している。 
今後の課題としては、グループディスカッ

ションがより充実するよう、テーマの選定や
雰囲気作りなどを工夫し、より効果的な授業
となるよう改善を図っていく必要があると考
えている。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 令和７年度から新たに開始した本学学部学生のマ

ヒドン大学における夏期研修では、４年生２名が８月

の２週間、マヒドン大学での研修に参加した。研修で

は、マヒドン大学教員による講義、病院見学、英語で

の日本や本学に関するプレゼンテーション、文化交流

会、マヒドン大生との交流を通じて、タイ王国の保健

医療と看護について学ぶとともに、タイ王国の文化に

触れる機会にもなった。さらに、マヒドン大学では、

同時期に中国、香港、ブルネイなどの他国の看護系大

学からも研修生を受け入れており、その研修生との交

流を通じて、タイ王国のみではなく、様々な国々の文

化に接することができ、きわめて有意義な研修となっ

た。 

 新規の国際交流協定の締結については、その候補校

として英国や米国の大学の情報収集と接点づくりに

向けた検討を始めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問４】 
新規の国際交流協定(英国、米国)の締結に

向けた検討を始めたと記されているが、その
進捗状況を知りたい。 
また、締結校のマヒドン大学との交流は進

められているようだが、今後さらにどのよう
な具体的な交流を考えているのか知りたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答４】 
新規の協定締結に向けては、教員が持って

いる関係性を糸口にして海外との接点を探っ
ているところである。 
マヒドン大学との交流については、学部生

の交流を引き続き行っていくとともに、令和
７年度に修士学生を受け入れたことを契機
に、大学院生の交流を深めていくことも検討
している。 

21105 

＜公正な成績評価の実施＞ 

各科目の成績評価基準や先

修科目条件、進級判定条件

を、ガイダンス及びシラバス

を通して明確に示し、各科目

の到達目標に基づき、厳正に

単位を認定する。 

学生便覧とシラバス＊により、４月の新入生オリ

エンテーション及び在学生ガイダンスにおいて、学

生に対して先修科目条件、進級判定条件、成績評価

方法や各科目の成績評価基準などを説明した。 

 シラバス作成においては、シラバス記入例と作成

要領の見直しを行い、教員・科目間で齟齬や精粗が

生じないように工夫した。 

 成績評価については、学修者本位の観点から、学

修到達目標達成度の評価基準が明確に学生に伝わる

ようにするため、成績評価に関する全学的な基準と

して、評点に対する合否判定区分と各評点の評価基
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

準を明記し、令和８年度より運用することとした。 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （１）教育内容に関する取組  ②教育課程及び教育内容の充実  イ 研究科 

21106 

＜教育課程・教育方法・内容の

充実＞ 

受講生の学修効果や利便性

を考慮した上で、科目目的に

応じて対面、ライブ配信、オ

ンデマンドなど適切な形態で

授業を実施する。 

年４回の中間審査を継続実

施し、研究計画の遂行を支援

する。 

博士後期課程の設置向けて

検討を継続する。 

 研究科の授業は、学生の学習効果及び科目の目的や

履修生の利便性等に応じて、対面、ライブ配信、オン

デマンドなど授業形態を適切に選択し実施した。 

 中間審査は、大学院生の研究計画の遂行が円滑とな

るように、引き続き年４回の受審機会を設けた。その

結果、第１回１名、第２回２名、第３回１名、第４回

１名（計５名）が受審した。 

 修士論文の機関リポジトリ＊への登録について、近

年の論文投稿における研究倫理に鑑み、大学院生の論

文投稿機会において不利益とならないよう、「三重県

立看護大学大学院看護学研究科学位授与に関する内

規」の一部改正を行った。 

 授業評価調査や学生・教員の意見をもとに、授業内

容の改善に努めた。学修環境については、大学院生の

意見をもとに、プリンターの入れ替え等、印刷環境の

改善を行った。 

博士後期課程の設置に向けた継続的な検討を進め、

必要な教員の確保を目的として、公募枠を拡大し特任

教授の公募を実施したが、採用には至らなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問５】 
 博士後期課程の設置はこれまで継続的に議
論してきた課題であったと思われる。 
現在の具体的な進捗状況を知りたい。 
いつ設置する予定か、教員確保に関わる対

策も併せてそのプランについても聞きたい。 
 
【質問６】 
 博士後期課程の設置に向けた取組状況につ
いて確認したい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答５・６】 
博士後期課程の設置については、「地元創

生看護学」を軸に研究者（PhD：看護学博士）
の育成を目指して取り組んできたところであ
るが、社会が求める看護師の役割の急激な変
化に対応するためには、PhDのみならず、新た
な研究成果を即座に実践に繋げることができ
る人材（DNP：実践看護学博士）の育成も必要
不可欠であるため、今年度から従来のPhDコ
ースにDNPコースを加えて、令和11年４月開
講を目指して検討を進めている。 

21107 

＜公正な成績評価の実施＞ 

「学位論文審査基準」に基

づき、学位論文審査及び最終

試験を適切に実施する。 

「学位論文審査基準」に基づき、適正に審査を行っ

た。その結果、11名（修士論文コース 11名）が学位

論文審査及び最終試験に合格し、修士課程を修了し

た。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

学修成果ルーブリック評価

を継続して運用するととも

に、カリキュラムを評価し、

必要な検討を行う。 

 成績評価基準や到達レベル、評価方法について学生

に明確に伝わるようカリキュラムポリシー＊及び履

修規程を改正し、令和８年度より運用することとし

た。 

 令和７年度の修了生11名（修士論文コース）に実施

した学修成果ルーブリック評価＊では、「研究課題設

定」「データの分析」「論文作成」など６項目の到達目

標をA（優）、B（良）、C（可）で院生、教員それぞれが

評価をしているが、院生評価、教員評価ともに概ね B

（良）以上であった。このことから現在のカリキュラ

ムでのディプロマポリシーについては達成されてい

ると考えている。 

学修成果ルーブリック評価については、入学時、２

年次、修了時に実施し、院生の自己評価と指導教員と

の面談等を通じて共有し、主体的な学修の促進を図っ

た。 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （２）教育の質の向上に関する取組 

21201 

＜授業の点検・評価＞ 

「学生による授業評価」

は、「授業振り返りアンケー

ト」に名称を変更し、「教員

相互による授業点検評価」、

「授業改善等報告書」ととも

に実施する。 

 教育内容の改善のために、①「授業振り返りアン

ケート」、②「教員相互による授業点検評価」、③

「授業改善等報告」を実施した。 

 

①令和７年度より名称変更した「授業振り返りアン

ケート（旧「学生による授業評価」：従来目的の授業

改善に資することに加え、学生自身が自己の学習成

果を振り返ることを目的に追加）」は、講義・演習と

実習それぞれの授業形態に沿ってアンケート項目を

設定し、各学生がWebClass＊によって回答するもの

である。講義・演習科目の回答選択肢は、「そう思

う：４点～全くそう思わない：１点」の４件法、実

習科目は、「強くそう思う：５点～全くそう思わな

い：１点」の５件法である。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 実施にあたっては、担当教員と学生に対して事前

にメールで周知するとともに、担当教員による呼び

かけやリマインドメールの送信を行い、回収率の低

下防止に努めた。その結果、回収率は79.2％（令和

６年度：77.6％）であった。講義・演習科目におけ

る満足度の全体平均値は、前期3.63（令和６年度：

3.67）、後期3.68（令和６年度：3.72）であった。 

 実習科目については、回答率が低調傾向にあるた

め「授業振り返りアンケート」の意義と協力依頼の

メールを複数回送信し、回収率の向上を図った。結

果、回収率は47.1％であった。実習科目における満

足度の平均値は、前期4.70（令和６年度：4.72）、後

期4.49（令和６年度：4.57）であった。 

 講義・演習科目及び実習科目の授業評価結果につ

いては、各科目の担当教員がWebClassを通じて学生

へフィードバック、または初回講義時に説明すると

ともに、学内ホームページに掲載し、学生及び教職

員に周知・公表した。 

 

②全学的な教育の質向上を目的として、「教員相互に

よる授業点検評価」を実施した。助教が他領域の経

験豊富な教員の授業を点検評価するとともに、指導

的立場にある教員から授業点検評価を受けること

で、教授方法等を学ぶ機会を確保した。「教員相互に

よる授業点検評価シート」は従来、学内に公表され

ていなかったが、同シート内の【教授法として他教

員へ推薦したい授業への取組】は、優れた授業実践

を共有し、授業改善につなげるうえで有用であると

判断し、令和７年度よりその内容を教授会で公表す

ることとした。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

③「授業振り返りアンケート」及び「教員相互によ

る授業点検評価」に基づき、全教員が当該年度の授

業を振り返り、改善点や工夫点及びその成果と課題

について、「授業改善等報告書」を提出している。 

同報告書は、令和６年度に見直した記載方法及び

記載例に基づき運用を行い、評価結果を踏まえた教

員の考え方や改善方針が概ね明確に示されるように

なった。令和７年度の授業改善報告書については、

令和８年４月に学内ホームページ上で公開し、内容

を共有している。 

21202 

＜研修会等の開催＞ 

研究・教育コロキウムは、

教員の主体的な発表や参加を

促す方法を工夫して開催す

る。 

FD講習会及びFD/SD研修会

は、教職員の要望や大学の課

題に向けたテーマで開催す

る。 

研究科の教育・研究のニー

ズ及び大学の博士後期課程の

設置に向けて必要な研修会を

開催する。 

令和７年度は、①研究・教育コロキウムを５回、

②FD＊講習会を１回、③FD/SD＊研修会を１回開催し

た。 

①研究・教育コロキウムは、各教員の自主的な発

表・意見交換の場を提供するものである。それぞれ

の発表（報告）のあとには自由討議の時間を設け、

活発な意見交換を促した。 

 第１回は、「よりよく研究するための研究倫理審査

の活用法」をテーマに、６月に開催した。研究倫理

審査会委員長より、研究における倫理的配慮の再確

認及び審査のポイントについて説明が行われ、参加

者からの質問に対する質疑応答が行われた。 

（関連項目 22201） 

 第２回は、本学教授による「高齢者への遠隔看護

介入に関する研究」をテーマに、７月に開催した。

高齢者の生活課題と医療・看護のDX化という社会的

要請を的確に捉えた、現代性及び実践性の高い内容

であり、参加者からも活発な意見や質問が寄せられ

た。 

 第３回は、本学教授による「家族から看護職への

攻撃的行動に関する研究」をテーマに１月に開催し

た。保健医療福祉施設における患者家族からの看護

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問７】 
 研究・教育コロキウム第３回において、保
健医療福祉施設における患者家族からの看護

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答７】 
研究・教育コロキウムは、各教員の研究・

教育内容について自主的な発表及び意見交換
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

師に対する暴力の実態と、看護師長が対応する際の

困難とその要因が報告された。 

 第４回・５回は、今後の入試のあり方に関する意

見交換会を２月及び３月に実施した。本学のアドミ

ッションポリシーに即した学生確保に向けて、率直

な意見交換が行われた。 

（関連項目 21101） 

 

②FD講習会は、令和６年度に引き続き、教員及び大

学院生の研究活動支援を目的として、「学び直し講

座：海外文献の検索」を８月に開催した。内容は、

PubMed及びCINAHLデータベースの基本的な利用方法

や各データベースの特徴等であった。開催後のアン

ケートでは、「有意義だった」「まあまあ有意義だっ

た」の回答、及び今後の研究・教育に「役立つ」「ま

あまあ役立つ」との回答が、それぞれ94.4％であっ

た。 

（関連項目：22201、42102） 

 

③FD/SD研修会は、弁護士を講師に招き、知的財産の

基礎知識をはじめ、生成AIを含めた適正な活用方法

等を内容として、３月に開催した。参加者は60名で

あった。開催後のアンケートでは「役立つ」「まあま

あ役立つ」の回答が94.6％であった。 

（関連項目 52202）  

 

【研究科FD研修会】 

 質の高い教育の実践及び教員の研究能力向上のた

めに、論文執筆について、日本看護科学学会にて論

文執筆の基本についてのセミナー講師を務め、論文

執筆への造詣が深い講師を招聘し、教員や大学院生

の論文執筆への意欲向上と博士後期課程設置を見据

師に対する暴力の実態が報告されたとある
が、その報告が何らかのアクションにつなが
ったのか確認したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問８】 
 FD/SD研修会では、生成AIを含めた適正
な活用方法等が取り上げられたようである
が、学生に対しては生成AI活用についてど
のような対応策を取っているのか確認した
い。 

の場を提供し、情報共有と相互理解の深化を
目的として実施している。このため、今回の
テーマについて直ちに具体的な行動へと結び
つくものではないものの、臨床現場における
患者からの暴力という課題について、学内教
員間で相互研鑽を深める契機となった。今後
は、講義や実習の場において本内容が有効に
活用されることが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【回答８】 
４月の各学年のガイダンスにおいて、生成

AIの利用に関する留意事項を記載した文書を
配布し、生成AIの利用に際してのリスクや適
正利用について注意喚起を行っている。 
生成AIに関する教育としては、１年生の必

修科目「情報リテラシー」において、生成AI
の仕組みや適切な回答を得るためのプロンプ
ト作成演習、AI利用時の虚偽回答（ハルシネ
ーション）のリスクや著作権、医療倫理等と
の整合性についての授業を実施している。他
の学年においても、情報系の授業の中で生成
AIの動向や留意点を適宜補足しながら、継続
的に対応している。また、個々の教員におい
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

えた教員の実践的能力強化を目的とした講演会を開

催した（２月）。ビギナーがつまずきやすいところや

採択される論文に近づけるために必要なことなど、

院生への指導や論文作成時における具体的で実践的

な内容を教授いただいた。当日の参加者は28名で、

オンデマンドでも配信し共有した。オンデマンドの

再生回数は142回（３月末日）であった。 

 研修会後のアンケートの結果、研修の目的である

論文執筆への理解については「とても理解が深まっ

た」「少し理解が深まった」を合わせて100％、意欲

の向上については「とても意欲が高まった」「少し意

欲が高まった」を合わせて95％であった。また、「本

研修会は有意義だった」「まあまあ有意義だった」を

合わせて100％の結果が得られた。          

（関連項目 52202） 

ても、担当授業における生成AIの利用に関す
る注意について学生に対し説明している。 

Ⅱ－１ 教育に関する取組  （３）学生支援に関する取組 

21301 

＜学習支援＞ 

大学が提供する学習支援体

制について周知するとともに

維持・向上に努め、よりよい

学習環境の提供や学習支援を

継続する。 

教職員が対応する学生相談

制度やチューター制度につい

て新入生を中心に周知を徹底

する。 

看護師・保健師・助産師国

家試験対策を実施し、学生へ

の支援を継続する。 

 学生がいつでも相談できる環境を提供するため、学

生相談制度＊とチューター制度について、４月のオリ

エンテーションやガイダンスで周知した。令和７年度

はチューター制度の充実を図り、学生が教員に相談し

やすい環境づくりの一環として、チューターから担当

学生に対し学期末や実習前などにメール等での積極

的な声掛けを行い、学生支援の体制について意識づけ

を行った。  

「学生生活アンケート」の結果では、学生相談制度

を「知っている」と回答した学生は、91.5％（令和６

年度：96.6％）、「満足している」「どちらかといえば満

足している」を合わせて97.6％（令和６年度：93.8％）

であった。チューター制度に対する満足度は、「満足」

「ほぼ満足」を合わせて90.1％（令和６年度：86.4％）

であった。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 令和７年度学生相談対応状況の集計結果から、教員

は651件（令和６年度：559件）の個別相談に対応し、

そのうち学習相談（複数選択）は456件（令和６年度：

377 件）であった。学生相談制度では、相談内容によ

ってはより専門性の高い教職員につなぐなどの連携

体制を整えている。令和７年度においては14件（令和

６年度：16件）が連携体制の中で対応されており、現

状の体制が十分に機能していると考えられる。 

 学習環境においては「自己学習でよく使う場所」は、

学生ホール 68.3％（令和６年度：74.6％）、図書館

57.6％（令和６年度：50.8％）、ラーニングコモンズ

39.5％（令和６年度：39.5％）が上位であった。ラー

ニングコモンズの利用方法は、一人あるいは複数人で

の自習が中心であるが、ディスカッション等に活用し

ているという意見があった。また、学内の施設・設備

等に関して「満足している」「ほぼ満足している」と回

答した学生は94.7％（令和６年度：90.4％）であった。 

 また、７月に開催した教育懇談会時に、今年度新た

に保護者に対して通常の授業を公開した。当日は25組

が見学し、参加者からは「子供の普段の姿を見ること

ができてよかった」などの声が寄せられた。 

 

 定期試験や４年生の国家試験の学習のために、学生

が自由に使用できるよう演習室を開放し、多くの学生

が利用した。 

 国家試験に向けた支援として、看護師模試を３年次

の低学年用模試を含めて６回、保健師模試を３回、助

産師模試を５回実施した。図書館で国家試験対策用書

籍を閲覧可能にするとともに、国家試験情報コーナー

で学外の国家試験対策講座などを案内した。看護師・

保健師国家試験模試の成績不振者に対しては、卒業研

究指導教員が中心となって個別指導を実施した。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 国家試験対策として、看護師国家試験については専

門支持領域の教員が生化学・栄養学・薬学の補講を、

保健師・助産師国家試験については公衆衛生看護学や

助産学担当の教員が補講・面談を行った。その他に国

家試験に関する支援メールを定期的に送信し、学生へ

の意識づけと情報提供を行った。 

 令和８年２月に実施された看護師・保健師・助産師

国家試験の結果は、看護師国家試験は 92 名が受験し

て 89 名合格（合格率 96.7％）、保健師国家試験は 92

名が受験して85名合格（合格率92.4％）、助産師国家

試験は８名が受験して全員合格（合格率100％）した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【質問９】 
 未達成事項として、看護師・保健師・助産
師の国家試験合格率(合格者数）の低下が挙
げられているが、その理由は何か。 
 
【質問１０】 
看護師国家試験は92名受験89名合格

（96.7％）、保健師国家試験は92名受験85
名合格（92.4％）と、いずれも高いですが、
目標100％には到達していません。不合格者
の傾向分析、模試成績不振者への個別指導の
実施状況、令和８年度に追加・強化する具体
策をご教示ください。 
 
【質問１１】 
 看護師国家試験の合格率９６．７％、保健
師国家試験の合格率９２．４％と、目標の１
００％に達しなかった要因をどのように分析
しているか、また、合格率向上に向けた対策
の検討状況を教えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【回答９・１０・１１】 
これまで、模擬試験の実施やその結果に基

づくチューター（卒業研究担当教員）による
個別支援、専門領域教員による補講、学習資
料の提供、定期的な支援メールの発信などを
通じて学習支援を行ってきたが、今回、国家
試験直前の模擬試験で合格圏内と判断された
学生の中にも不合格者が見られた。 
その背景には、本番までモチベーションを

維持する難しさに加え、模擬試験で合格圏内
だったことによる安心感から学習に緩みが生
じたことなどが考えられる。 
こうしたことを踏まえ、今後は、国家試験

対策ワーキングにおいて模擬試験結果の多角
的な分析や、GPA・出席状況など複数のデータ
を活用し、早期に支援が必要な学生を把握す
るとともに、チューターと連携して計画的な
支援につなげるほか、心理・生活面にも目を
向けた支援や相談体制の充実を図り、本試験
までを見据え、よりきめ細かな継続的支援を
進める。 
なお、不合格となった学生には、本人の希

望に応じて、模擬試験や特別講座の情報提
供、受験手続きに関する支援などを継続して
実施していく。 

21302 

＜大社接続の支援＞ 

学生のキャリア形成支援の

一環として位置づけている

「就職説明会」、「ようこそ

 学生が卒業生や看護職者等と少しでも早い時期に

つながり、自らの適性や関心等に気づき、卒業後の具

体的な進路を決定できるように「就職説明会」「ようこ

そ先輩」を開催した。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

先輩」の開催について、継続

して実施する。 

実施にあたっては対象学年

を広げ、参加者増加に繋がる

周知の方法を検討する。 

特別選抜による本学入学予

定者を対象に、本学卒業生や

県内医療機関等との交流の場

である「三重の保健医療を支

える未来の看護職者育成交流

会」を実施することで、三重

県の保健・医療・福祉につい

ての理解を促すとともに、看

護職についてのキャリア意識

が育つよう支援する。 

 

【就職説明会】 

  学生が県内病院及び行政機関の職員と直接対話で

きる機会として、「就職説明会」を７月に開催した。令

和６年度に引き続き全学年を対象とし、開催にあた

り、学生には掲示板及びメールで周知を徹底した。学

生自身の就職への意識の高さに加え、開催日程の調

整、事前周知の徹底等によって、参加した学生は 124

名（内訳：１年生２名、２年生28名、３年生94名／

令和６年度全学年参加者数：55名）であり、昨年度と

比べて増加した。説明会では就職動向が早期化してい

る状況について意識喚起した。 

  「就職説明会」の参加施設については、実習施設と

連携協力協定病院、地域推薦型選抜利用市町の医療機

関に参加案内を行い、合計30施設（令和６年度：33施

設）の参加があった。参加施設のアンケート結果では、

参加希望学年は２年生と３年生が多く、実際の参加学

生の学年分布と合致しており、学生・参加医療機関等

双方にとって有意義な事業であった。 

（関連項目 21303） 

 

【ようこそ先輩】 

卒業生から職場の仕事内容などを聞くことができ

る「ようこそ先輩」を６月に開催した。開催にあたっ

て全学年に広く周知した結果、参加者は１年生７名、

２年生７名、３年生６８名であり（令和６年度：１年

生５名、２年生1名、３年生53名、４年生１名）、３

年生の参加者数が増加した。本事業が３年生を主な対

象としていることを踏まえると、本事業を適切に実施

できたと考える。アンケート結果では、「参加して良か

った」が100％（令和６年度：100％）、「聞きたいこと

が聞けた」84.9％（令和６年度：90.7％）と参加した
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

学生の満足度は昨年度に比べて若干低下した。 

（関連項目 21103、21303） 

 

【入学予定者を対象とした交流会】 

 看護職者としての将来像の具体化、入学後の学修意

欲向上を目的として、12月に特別選抜による入学予定

者及びその保護者を対象に「三重の保健医療を支える

未来の看護職者育成交流会」を実施した。 

 当日は、入学前の過ごし方や入学準備教育について

の説明のほか、県医療保健部医療政策総括監による

「三重県の医療の魅力と課題」の紹介を行い、県内就

業への意欲向上を図った。また、在学生の体験談を通

して、入学後の学修内容を具体的にイメージする機会

とした。第２部では、県内医療機関等との個別相談を

実施し、各機関の特長や教育体制、本学学生への期待

等が説明された。 

 参加した入学予定者等、保護者からは、入学までの

過ごし方について、「合格して何をしたらよいかわか

らなかったが、話を聞いて明確にイメージできた」な

どの意見が聞かれた。三重県の医療の魅力と課題につ

いては、「三重県内で医療に関わっていきたい気持ち

が強まった」などの意見があった。医療機関等との個

別相談については、「自分では調べられない現場の雰

囲気等、様々なことを入学前のタイミングから学べる

機会はとても貴重で将来に役立つ」などの意見が寄せ

られた。参加者の満足度は、入学予定者、保護者のい

ずれも、「とてもよかった」「よかった」を合わせて

100％と高い評価であった。 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

21303 

＜就職支援＞ 

「就職・進学に関する調

査」の実施を通して就職・進

学に関する学生の動向を把握

し、学生のニーズに合った就

職支援の実施につなげる。 

学生の就職活動が充実した

ものとなるよう適宜「就活講

座」を開催する。また、県内

医療機関への就職支援とし

て、県内病院及び行政機関の

職員と直接対話できる機会と

なる「就職説明会」を開催す

る。 

看護師・保健師・助産師そ

れぞれの職種別の就職担当者

を定め、学生のニーズに適う

相談体制を維持する。 

 令和７年度の県内就職率は57.5％であり、数値目標

を達成した（令和６年度：54.3％）。 

 学生の就職先の志望動向や就職内定状況を把握す

る目的で例年実施している「就職・進学に関する調査

（就職に関するアンケート）」の昨年度の集計結果と

就職状況について分析を行い、採用試験開始時期の早

期化などに応じた支援を実施したことで、県内就職率

の数値目標の達成とともに、第一志望の就職先合格率

を高い水準で維持した（令和７年度：92.2％／令和６

年度：92.1％）。今後の就職支援に活用するため、令和

７年度も12月に「就職・進学に関する調査（就職に関

するアンケート）」を実施した。 

 「就職説明会」「ようこそ先輩」「就活講座」をはじ

め、授業科目の「三重を知ろうⅠ・Ⅱ」を通して、県

内医療機関等への就職を支援した。その中で「就活講

座」に関しては、自分に合う病院の探し方や情報収集

のポイントなど、卒業後の進路について考える機会と

することを目的に２回開催した。参加学年と開催日程

を検討し、１回目は就職説明会と同日に、２回目は早

期化する就職活動に対応できるよう、例年より時期を

早めて開催した。また、それぞれの機会に県内への就

職を促す目的で県医療保健部から担当者を招き、三重

県の医療の現状について説明する機会を設けた。 

  第１回の「就活スタートアップ講座」は、就職活動

の開始時期を考慮して７月に実施し、参加者は２年生

21名、３年生96名（令和６年度：54名）であった。

参加後のアンケートの結果は、講座の内容について

「よく理解できた」「理解できた」で100％（令和６年

度：100％）であった。 

  第２回の履歴書と面接対策を中心とする「就活講

座」は12月に実施した。参加者は３年生81名、２年

生２名（令和６年度：３年生84名、２年生３名、１年

【質問１２】 
 三重県内の就職率は57.5％とのことであ
るが、その他の学生の就職先（都道府県別）
に関する資料を求める。 

【回答１２】 
 令和７年度卒業生92名うち、就職者87名 
〇県内就職者 50名 
 看護師41名、保健師６名、助産師３名  
〇県外就職者 37名 
・看護師26名（内訳）愛知県22名、奈良県 
１名、福岡県１名、大阪府２名 

・保健師５名（内訳）愛知県１名、静岡県１
名、千葉県１名、兵庫県１名、北海道１名 

・助産師５名（内訳）愛知県４名、静岡県１    
 名 
・その他１名（内訳）千葉県１名 
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番号 年度計画 実施状況等 評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

生１名）であった。参加後のアンケートの結果は、講

座の内容について「よく理解できた」「理解できた」が

100％（令和６年度：100％）、求めていた情報を得るこ

とができたかの回答で「十分できた」「できた」で

97.4％（令和６年度：100％）とニーズにあった内容で

あった。 

 就職支援については、学生委員会委員及び専門領域

の教員から職種別（看護師・保健師・助産師）の就職

担当者を定め、それぞれの職種に合った就職相談を行

うとともに、チューター教員（卒業研究指導担当）な

どによる志願書類の確認、面接練習などの支援を行っ

た。 

 また、保健師を希望する学生に対しては、公務員試

験に向けたガイダンスの実施、面接・小論文対策など

の支援を行い、11名（令和６年度：14名）が保健師と

して採用された。 

（関連項目 21302・・・就職説明会） 

（関連項目 21103、21302・・・ようこそ先輩） 
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Ⅱ－２ 研究に関する取組  （１）研究水準及び研究の成果等に関する取組   

22101 

＜研究と地域課題との循環の

促進＞ 

地域交流センター事業を通

して培われた地域との関係を

ベースに、研究と地域貢献に

並行した取組を推進する。 

連携協力協定病院等の医

療・保健機関との連携を深

め、継続的な研究の活性化と

発展に努める。また、連携協

力協定病院等との共同研究を

開始する。 

【看護研究支援による地域貢献】 

 看護研究支援により、地域の特性や課題に応じた看

護職者のスキルアップを支援できた。 

①課題発見！看護研究支援（旧看護研究SEED） 

 ６月２日～７月 25 日に全４日、８科目のコースを

ハイブリッド形式（令和６年度までは、対面とオンラ

インの集合研修を隔年で開催）で研修を実施した。６

施設から延べ93名（平均11.6名/科目）（前回集合研

修時令和６年度：10施設平均11.9名/科目）が受講し、

満足度は97.8％（前回集合研修時令和６年度：92.9％）

であった。 

②施設対象看護研究支援 

 施設単位看護研究支援施設は７件であり、参加者63

名、延べ212名（令和６年度：施設８件、参加者80名、

延べ270名）であった。満足度は100％（令和６年度：

90.0％）であった。看護研究発表会支援は、１施設よ

り７題の講評の依頼があり、参加者は101名であった。

満足度は100.0％（令和６年度：95.4％）であった。 

（関連項目 31101） 

 

【連携協力協定病院等との共同研究】 

 連携協力協定病院等の医療・保健機関との連携を深

め、継続的な研究の活性化と発展を目指し、「連携協力

協定病院等との共同研究」を開始した。研究スキーム

を各連携協力協定病院へ説明し、２施設より申請があ

り、共同研究に着手した。また、連携協力協定機関の

病院長・看護管理者との意見交換会で共同研究の進捗

状況などを報告した。 

（関連項目 33101） 

  
 

22102 ＜競争的研究資金の獲得＞  令和７年度科学研究費補助金の新規採択件数は７  
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教員が競争的資金を積極的

に獲得できるよう、研究者向

け助成金の情報を提供する

「外部資金助成情報管理シス

テム」を適切に運用し、獲得

状況等について適宜集約を行

う。また、競争的資金の獲得

に向けて、若手教員の研究計

画作成に助言するなど、教員

間で支援を行う。 

企業等からの受託研究や共

同研究等を増加させる方法を

検討し、外部資金の受入を図

る。 

件、採択率は24.1％（令和６年度：20％）であり、基

盤 B をはじめとした継続中の課題は 16 件、計 23 件

（延長含む）であった。競争的研究資金獲得に向けて、

科学研究費補助金の獲得に資する研修会を対面で開

催したほか、研究支援を希望する教員に対して支援提

供を行う教員間の相互支援体制を継続実施した。科学

研究費補助金の応募書類について事務局のチェック

による記載ミス防止の徹底を行った。また、全教員が

科学研究費補助金を含む競争的研究資金を円滑に申

請できるよう、公募中の情報を常に学内ホームページ

の「外部資金助成情報管理システム」に掲載するとと

もに随時メールで周知した。 

 外部資金の申請は、科学研究費補助金に31件、科学

研究費補助金以外の外部資金に３件、合計 34 件であ

り、申請率は100％であった。 

 学長特別研究費は、４件（新規２件、継続２件）に

873千円を配分した。また、企業等からの受託研究は、

１件（令和７年度 直接経費4,000千円）であった。                                                                                             

 

【競争的研究資金の令和７年度応募申請状況】 

①競争的研究資金申請率100％ 

 （科学研究費補助金31件、科学研究費補助金以外の

外部資金３件 計 34件申請） 

 ※申請時点での退職予定者、年度途中採用者等を除

く。 

 

【競争的研究資金の令和７年度獲得状況】 

①競争的研究資金獲得 

（採択）金額 26件（繰越除く） 23,057千円（令和

６年度：33件 13,895千円）   

② ①のうち科研費以外の外部資金獲得 

（採択）金額 ３件 1,657千円 

（関連項目 22201） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問１３】 
 ＜競争的研究資金の獲得＞に関わって、
「学長特別経費」が設けられ、４件が採択さ
れている。「学長特別経費」設置の趣旨とど
のような研究が採択されているのか知りた
い。 
個人的な意見の一つとして、博士後期課程

の設置に関わるような学内共同研究を推進す
る経費としてこの「学長特別経費」を運用さ
れてもいいのではないだろうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答１３】 
特色ある大学として広くアピールできる研

究や、外部資金獲得に至らなかったものの研
究の芽を大切にし、継続していく研究など、
本学の教育・研究の発展に貢献すると期待で
きるものを対象とする。対象となる研究は、
個人研究・共同研究の別を問わない。 
採択された４件の研究課題 

＜継続（令和６年度採択）＞ 
・災害時医療における看護職の役割認識 
・被災地に派遣された保健師の困難感と今後
の課題 

＜新規（令和７年度採択）＞ 
・がん教育に対して養護教諭が捉えている課 
 題 
・訪問看護師が捉える看護学生の同行訪問の
意義 
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22103 

＜研究成果の公表と還元＞ 

教員の研究業績や課題を引

き続き公表し、情報発信を強

化する。また、紀要は従来の

研究論文に加え、大学の史料

的価値がある論文等の掲載を

開始する。 

講師派遣、地域交流センタ

ー年報やホームページ等を活

用して、研究活動の成果を地

域や県民に還元する。 

 教員の研究活動を広く公表するため、大学ホームペ

ージに教員の主な研究業績や現在の研究課題を掲載

している。 

 紀要について、令和６年度に実施した他大学の紀要

の実態を把握するための公立大学へのアンケート調

査の結果と、令和５年度に実施した本学におけるアン

ケート結果を踏まえ、令和７年度より研究論文に加

え、大学として史料的価値のある論文や報告書の掲載

を開始した。また、文献リストをAPA方式に則ること

に伴い、論文フォーマットの修正及び投稿規程の改訂

を行った。令和７年度の紀要掲載数は１件であった。 

 

【教員各自の専門分野を活かした講師派遣による研

究活動の公表と還元】 

  講師派遣（「みかん大出前講座」＊・「みかん大リク

エスト講座」＊）により、 地域の保健・医療・福祉の

向上に関するニーズに応えた。 

「みかん大出前講座」の実施件数は28件(令和６年

度：46 件)、「みかん大リクエスト講座」（リクエスト

＋個別支援）の実施件数は 31件(令和６年度：43件)

であった。両講座の参加者数は延べ1,812名で、満足

度は98.6％だった。 

（関連項目 31101、32101） 

 

【教員各自の専門分野を活かしたウェルビーイング

事業（旧教員提案事業）による研究活動の公表と還元】 

 ウェルビーイング事業により、地域の特性や課題に

応じた看護職者のスキルアップや地域住民の健康意

識の向上を目的とした各事業が提案・実施され、教員

の研究活動の成果を地域や県民に公表・還元した。開

催事業は23件（令和６年度：25件）、満足度は99.0％

だった。 

（関連項目 31101、32101） 
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【地域交流センター年報やホームページによる公表

と還元】 

 活動状況については、３月に地域交流センター活動

報告会を開催し、令和７年度より活動中のすべての事

業（令和６年度までは終了した事業のみ）の発表を行

い、ポスター発表 32題（令和６年度：19題）を紹介

するとともに、ホームページに各種事業の事前周知や

実施報告など100件（周知31件、募集30件、報告39

件)（令和６年度：93件（周知 23件、募集 24件、報

告46件））の記事を掲載した。また、地域交流センタ

ー年報を機関リポジトリで公表した。 

Ⅱ－２ 研究に関する取組  （２）研究実施体制の整備に関する取組 

22201 

＜研究活動への支援＞ 

若手研究者をはじめとする

研究支援を推進する。また、

科学研究費など外部資金の申

請支援として、外部講師を招

いた研修会を開催する。 

研究倫理審査規程等による

研究倫理審査を実施するとと

もに、規程等の点検評価によ

って研究倫理の水準の維持に

努める。 

教職員の意識向上を図るた

め、さらに「研究費等執行マ

ニュアル」の見直し及び周知

徹底を図るとともに、科研費

を含む研究費の不正使用防止

を目的とした研修会を実施す

る。 

 各教員の専門分野における相互支援体制により、３

件の教員間の研究支援を実施した。主な支援内容は、

研究課題の抽出、研究計画書の作成、論文作成などで

あった。本支援については、継続を望む、機会があれ

ば活用したいという意見があった。 

（関連項目 22102） 

 ６月に「よりよく研究するための研究倫理審査の活

用法：審査申請にあたってのポイント教えちゃいま

す」（参加者24名）を開催した。８月には「学び直し

講座：海外文献の検索」（参加者23名）講座を開催し、

アンケート結果では、「有意義」72％、「まあまあ有意

義」27％、今後の研究・教育に「役立つ」67％、「まあ

まあ役立つ」28％と好評を得た。 

（関連項目 21202、42102） 

 外部研究費獲得のための研修会として、科研費申請

時期の早期化に伴い６月に外部講師を招き、「「学術的

問い」を中心に考える科研費研究と研究計画調書の書

き方」と題して対面で実施した。研修会後のアンケー

ト結果では、「満足」52％、「やや満足」40％、「自己の

研究に役立つ」92％と満足度が高く、開催時期も適切

【質問１４】 
 教員の研究業績評価方法（自己評価、他者
評価等）について確認したい。 

【回答１４】 
本学においては、「教育」「研究」「大学

運営」「社会・地域貢献」の４つの分野に貢
献できる教員の育成を目指す人事評価制度と
して、教員活動評価・支援制度があり、当該
評価制度において研究業績の評価を毎年度教
員ごとに実施している。評価の流れとして
は、年度当初に学術論文・学会発表や競争的
資金獲得などについての目標を評価者（領域
長・学長）と面談のうえ設定し、年度末には
目標に対する教員の自己評価を行ったのち、
評価者が評価を実施、その後各教員に対して
評価結果の説明及び指導・助言を行ってお
り、毎年度自己評価の実施と評価者からの評
価を受ける仕組みとなっている。 
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であった。研修会における講師は、学外講師の希望

（80％）が高かった。新たな取組として、７月に科研

費採択実績を有する本学教員が、「科学研究助成事業

獲得のための研修会－科研費申請書の書き方－」をテ

ーマに研修会を実施した。本研修会には 26 名が参加

し、参加者全員が「満足」「やや満足」と回答し、とて

もわかりやすく役に立つと好評を得た。 

  ９月には学長特別研究費成果報告会を実施し、39名

（うち教員32名）の参加があった。アンケート結果で

は、本研究費で遂行した研究の77.7％が論文投稿（予

定を含む）に結び付いていることが分かった。一方で、

応募しない理由として、科研費をはじめ他の助成金の

獲得が挙げられた。本研究費は、助教・助手にとって

有益な制度のため、継続を望む意見が多かった。令和

７年度より申請手続きの簡略化を図り、申請者より手

続きが簡便になったとの意見を得た。また、「研究支

援」と「研究公開支援」両方の支援が受けられるよう

に重複制限を廃止したことで、本研究費を活用しやす

くなったとの意見を得ており、本研究費が広く活用で

きるようになった。また、連携協力協定機関との共同

研究に関して２件の応募があり、審査を行い２件採択

した。 

（関連項目 22102） 

 

 研究倫理審査は、研究対象者に侵襲が生じうる研究

及び介入研究を対象とする本審査、または対象者に侵

襲が生じない、あるいは侵襲があっても軽微である研

究を対象とする迅速審査の２つの審査方法により実

施している。 

 令和７年度は、25件の申請があり、うち本審査とし

て扱ったものは２件、迅速審査として扱ったものは23

件であった。 

 研究倫理審査会では本審査のみならず、研究倫理審
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査規程、研究倫理審査申請要領、各種様式を点検し、

必要な修正を行った。具体的には、判定結果の明瞭化

を目的とした審査の結果判定に関する文言の修正や、

決裁手続きと整合させるため学長名で発令する研究

実施許可通知書の新設等を実施し、それに伴い研究倫

理審査規程及び研究倫理審査申請要領の改正も行っ

た。以上の改正に基づく運用は令和８年度より開始す

る。 

 ６月に開催した研究・教育コロキウムにおいて、研

究倫理審査委員長が教職員を対象に研究倫理審査申

請時のポイント解説を行うことで、研究倫理に対する

理解の深化を図った。 

（関連項目 22201） 

 

 研究不正行為等の防止に対しては、年度当初に「研

究費等執行マニュアル」の見直しを行い、新たに付け

加えた点や研究費を執行するうえでの注意点の説明

を教授会において行った。また、不正行為防止研修会

をオンデマンド（視聴期間：10月～11月）で実施し、

研究費を執行する際の注意点、最近の不正事例などの

紹介を行い、研究費の不正防止意識の向上に取り組ん

だ。 

 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

Ⅲ－１ 看護職者に向けた取組   

31101 

＜看護職者の能力向上＞ 

三重県受託事業に積極的に取

り組むとともに、保健・医療機

関等との連携を強化し、看護職

者の教育・研究を支援する。 

認定看護師教育課程（B課程）

【三重県受託事業】 

 ５つの三重県受託事業を積極的に推進し、県

内の看護職者の質向上のための教育及び研究

を支援した。 

①病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上

研修事業（半日研修を２回開催） 

Ⅳ  
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

「感染管理」修了生に対する支

援を継続して行う。 

 第１回は 62名、第２回は 27名、計 89名の

参加（令和６年度：108 名）があり、県内全域

から参加があった。研修への満足度は、第１回

100％、第２回 96.0％（令和６年度：第１回・

第２回とも100％）であった。 

②看護職員認知症対応力向上研修事業（３日間

研修） 

 県内24（令和６年度：39）の医療施設から53

名（令和６年度：84名）が参加した。地域別で

は北勢10施設、中勢10施設、伊勢志摩２施設、

伊賀２施設から参加があった。講義への満足度

について、平均98.7％（令和６年度：96.8％）

であった。また、本事業後、受講者は自施設に

おいて、968名（令和６年度：1,700名）に伝達

研修を行った。 

③助産師（中堅者・指導者）研修事業（ハイブ

リット形式の３日間研修） 

 受講者は 58名(令和６年度：69名)（うちオ

ンライン受講者延べ32名）であった。また、紀

勢・東紀州以外の県内各地域から参加が得られ

た。「研修が助産実践に役立つか」については

「大変そう思う」「まあまあそう思う」で３回

とも100％（令和６年度：平均96.1％）であっ

た。 

④三重県新人助産師合同研修事業（４日間研

修） 

 受講者は 98 名、講義内容に関する満足度は

98.6％（令和６年度：100％）であった。 

⑤母子保健体制構築アドバイザー事業 

 個別支援型アドバイザー派遣は、本学教員が

２回訪問した。参加人数は、延べ 11 名であっ

た。支援に対する満足度は 100％であり、好評
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

であった。 

 広域支援型アドバイザー派遣は、前年度訪問

していない 15 市町を訪問し、課題や今後の取

組について助言を行った。参加人数は、市町担

当者48名、保健所担当者延べ19名、児童相談

所担当者延べ３名、県担当者延べ 22 名であっ

た。事業への満足度は100％と好評であった。 

 ミニ講座＆情報交換会は３回開催し、参加人

数は延べ60名（令和６年度：49名）であった。

ミニ講座の満足度は100％と好評であった。 

 

【認定看護師教育課程（B 課程）「感染管理」

修了生へのフォローアップ研修】（令和６年度

修了生対象研修２回、令和４・５・６年度の修

了生（感染管理認定看護師）を対象にした研修

１回を開催） 

 令和６年度修了生を対象とした研修は１回

目17名、２回目16名、令和４・５・６年度の

修了生を対象とした研修は 41 名の参加者があ

った。満足度は 100％と好評であった。また、

令和４年から６年度の３年間で本課程から 52

名の認定看護師「感染管理」を育成・輩出し、

都道府県別登録者数順位は、開講前の 28 位か

ら 10 位に上昇するなど三重県内の病院等のニ

ーズに対応した。 

 

【看護職者に向けた講師派遣や事業の取組】 

〇看護職向けの「みかん大出前講座」は、実施

件数３件、参加者数は延べ77名（令和６年度：

148名）、満足度は100％であった。 

〇看護職向けの「みかん大リクエスト講座」（リ

クエスト講座と個別支援）の実施件数は 16 件

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問１５】 
 認定看護師教育課程（B 課程「感染管
理」）の実施（R.4～6年度）は優れた講座
であったと思われる。さらにその修了生への
フォローアップ研修も高く評価できる。今
後、このフォローアップ研修は続けられるの
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答１５】 
今後の方向としては、地域交流センター主

催の研修会は終了するが、修了生が主体的に
研修会を開催できるようにサポートしてい
く。 
令和８年度は、認定看護師修了生の意見交

換会をWEBで３回開催し、修了生同士の交流
と今後の活動等について検討する機会をつく
るとともに、最新の情報や知識を学ぶ機会
（講座）を紹介する。また、今後修了生が交
流活動や自己研鑽を継続的に実施できるよ
う、県内外の感染管理認定看護師のネットワ
ークについても引き続き紹介していく。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

であった。参加者数は延べ 399 名、満足度は

99.2％と好評であった。 

〇ウェルビーイング事業（旧教員提案事業）の

看護職に向けた事業である「みえ保健・看護力

向上支援事業」８件（新規３件、継続５件）（令

和６年度：10件、新規３件、継続７件）に取り

組み、参加者数は延べ330名（令和６年度：延

べ211名）、満足度は98.4％であった。 

〇看護研究支援（課題発見！看護研究支援）（旧

看護研究SEED）では、全８講座の参加者数は延

べ93名、満足度は97.8％であった。 

〇施設対象看護研究支援は７件（令和６年度：

８件）実施し、参加者数は延べ212名（令和６

年度：参加者延べ 270名）、満足度は 100％で

あった。 

 

〇看護研究発表会支援は１件（令和６年度：１

件）実施し、参加者数は101名（令和６年度：

24名）、満足度は100％であった。 

（関連項目 22103） 

31102 

＜卒業生へのキャリア支援＞ 

同窓会と協力して、卒業生の

ニーズに応じたキャリア支援を

継続して行う。 

【卒業生のきずなプロジェクト】（２回開催） 

 令和６年度まで卒後１年目と２年目を対象

としていたが、卒業生の希望により令和７年

度から卒後３年目までの学年を加えて茶話会

を開催した。 

 １回目は７月に開催された夢緑祭＊に合わ

せて開催し、卒業生40名（卒後１年目22

名、卒後２年目７名、卒後３年目11名）が参

加した。内容については満足度97％であっ

た。２回目は２月に開催し、卒業生33名（卒

後１年目21名、卒後２年目４名、卒後３年目

８名）が参加した。満足度は100％であった。

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

参加対象を卒後３年目まで広げたことで、卒

業生同士や教員と幅広く交流できる場を提供

することができた。 

 

【卒業生支援プロジェクト】 

 同窓会主催の講演会（10月に開催：講師 

元フジテレビアナウンサー笠井信輔氏）の広

報、学内調整、設営、受付、会場係などを担

い、運営をサポートした。出席者総数は63名

であった。 

Ⅲ－２ 県民に向けた取組   

32101 

＜県民のヘルスリテラシー 

の向上＞ 

教員各自の専門分野を活かし

た講師派遣、新たな教員提案事

業等の提案・実施を促進し、県

民のヘルスリテラシー向上に資

するプログラムを提供する。 

引き続き、受講者の特性やニ

ーズを把握し、公開講座等を開

催する。 

【県民にむけた講師派遣や事業の取組】 

〇県民向けの「みかん大出前講座」の実施件

数は25件、参加者数は延べ520名で、満足度

は97.6％であった。 

〇県民向けの「みかん大リクエスト講座」の

実施件数は15件、参加者数は延べ816名で、

満足度は97.6％であった。 

〇令和６年度に引き続き、地域住民の健康意

識の向上を目的として、ウェルビーイング事

業（旧教員提案事業）の一環として県民に向

け「県民のヘルスリテラシー向上支援事業」

を実施した。15件（新規６件、継続９件）の

事業に取り組み、参加者数は延べ904名、満

足度は99.5％であった。 

（関連項目 22103） 

 

【公開講座】（３回開催） 

① 第１回公開講座 

・日 時：令和７年７月５日（土）  

・テーマ：「がん治療の現状について―より

Ⅳ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

良い治療法を選ぶために―」 

・講 師：新保 秀人 氏 (地方独立行政法

人三重県立総合医療センター 理事長・院長) 

 受講者211名（来場者120名、学内関係者

91名）、満足度は92.3％と好評であった。 

② 第２回公開講座 

・日 時：令和７年10月18日（土） 

・テーマ：「あなたを疲れから救う 休養

学」 

・講 師：片野 秀樹 氏 （一般社団法人

日本リカバリー協会 代表理事） 

・共 催：公益財団法人三重県スポーツ協会                                                                

 受講者288名（来場者190名、学内関係者

98名）、満足度は90％であり、今回より、オ

ンライン参加のアンケート調査も実施した。

アンケート結果について、満足度は98％と好

評であった。 

③ 第３回公開講座 

・日 時：令和８年２月８日（日） 

・テーマ：「“どう生きたいか”を話そう ― 

わたしらしい暮らしをつづけるために」 

・講 師：任 和子 氏 （京都大学大学院医

学研究科 人間健康科学系専攻 先端看護科

学コース 教授） 

 受講者128名（来場者114名、学内関係者

14名）、満足度は88.4％と好評であった。 

  

【教員の専門性を活かした外部事業への参

加】 

<アカデミックセミナー>  

・日 時：令和７年８月19日（火） 

・会 場：三重文化会館レセプションルーム  
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

・講 師：看護学部 安部 彰 教授 

・テーマ：「幸福とはなにか」                       

参加者数74名、講演内容の満足度は90％と

好評であった。 

<フレンテフェスタ>  

・日 時：令和７年６月28日（土） 

・会 場：三重県男女共同参画センター「フ

レンテみえ」セミナーB  

・内 容：健康チェック（血圧・貧血・スト

レスチェック＊・骨密度測定など）と保健

師による健康相談など 

・本学の教職員12名、学生５名で対応 

参加者数124名（令和６年度：101名)と盛

況であった。 

Ⅲ－３ さまざまな主体との連携に関する取組   

33101 

＜教育研究活動に基づく 

社会・地域貢献＞ 

教員各自の専門分野を活かし

た社会活動や研究活動に積極的

に参画する。 

ホームページ等を活用して教

員の様々な活動を発信する。 

【教員各自の専門分野を活かした社会活動・

研究活動】 

 教員がその専門性を活かし、県関係で18件

（令和６年度：13件）、市町関係で６件（令

和６年度：７件）の各種委員会、審議会、協

議会等委員として協力し、県内の保健・医

療・福祉の課題解決や行政機関の政策立案等

に寄与した。各種学協会31件（うち県内８

件）（令和６年度：県内12件）の役員（理

事、監事、委員等）として運営に協力し、看

護職者の育成・研究活動支援に携わった。こ

れらの情報は、ホームページに掲載すること

で発信した。 

 参画延べ人数は55名（令和６年度：64名）

で中期目標の48名を大幅に上回っており、各

教員の教育、研究や大学運営業務と並行した

Ⅳ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

活動としては限界とも言える状況のなか、積

極的に取り組んだ。 

 

【県内病院等看護管理者意見交換会】 

  県内病院の看護管理者との対面による意見

交換会（９月）を開催し、「看護職員確保対

策として学生から選ばれる魅力ある就職先と

は」に焦点を当て、行政からの情報提供、本

学からの話題提供を行った。看護管理者33名

(令和６年度：22名）、行政関係者２名、教職

員16名が参加し、グループワークでは、「学

生から選ばれる魅力ある就職先とは」「質の

高い看護職員の養成ための教育」の２つのテ

ーマについて、意見交換を行った。特に、本

学学生のアンケート結果から就業先選択の決

め手となる「給与」「福利厚生」「教育」に

ついて、活発な意見交換が行われた。意見交

換会の満足度は、97％と好評であった。 

 

【連携協力協定の推進】 

 〇連携協力協定病院：11月、連携協力協定機

関の病院長・看護管理者と本学の意見交換会

を初めて開催した。今回初の試みとして病院

長にも参加を呼び掛けて開催したところ、

「院長も看護師確保の現状を知る機会となっ

た」等の意見があった。令和６年度から準備

してきた連携協力協定病院との共同研究に２

施設からの申請があり研究を開始したことに

ついても進捗状況を報告した。また、今後、

本学の第１回公開講座の講師は、連携協力協

定機関病院長へ依頼することが決定した。(関

連項目 22101） 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

Ⅳ－１ 生活支援等に関する取組 

41101 

＜学生の生活支援＞ 

各種の学生アンケートや意

見箱など学生の意見を吸い上

げる機会を活用し、改善すべ

き内容に関して検討を行い、

学生にフィードバックする取

組を継続する。 

学内ポータルサイトを活用

してタイムリーにボランティ

ア募集を周知するなどして、

学生のボランティアへの関心

を高め、ボランティア活動が

継続的に行えるように支援し

ていく。 

LINKtopos2025への参加呼び

かけを行う。 

経済的に困窮する優秀な学

生への支援については、国の

修学支援制度に則り適切に進

めるとともに、本学独自の

 ４月のオリエンテーション及びガイダンス

において、学生が主体的に充実した学生生活を

過ごすことができるよう学内の設備・使用ルー

ル等に関する資料を配布して詳しく説明を行

った。 

 学生の健康面に関しては、関連する委員会や

チューターが連携して健康管理などの対応を

行った。その中で抗体価検査やワクチン接種に

ついては、学生の接種状況等を委員会で共有

し、必要に応じて、授業等で接種の呼びかけを

行った。その結果、実習に向けての準備として

ワクチン接種率は99.0％（令和６年度：90.2％）

となり、令和６年度と比べて向上した。 

 学生の生活状況や大学への意見を把握する

ために実施している「大学生活に関するアンケ

ート」の結果では、本学の生活支援制度につい

て「満足している」「ほぼ満足している」と回

答した学生は、98.4％（令和６年度：97.7％）

と目標値を上回った。各種健康相談制度につい

ては、「満足している」「ほぼ満足している」

Ⅲ   

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

〇人事交流：人事交流教員に対して、地域交

流センター特任教員により定期的なミーティ

ング（７回）を行い支援した。 

〇連携協力協定市：津市から事業協力に関す

る依頼があり、詳細内容などの説明会を開催

した。対応を検討していくこととなった。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

「みかん大修学支援給付金」

等を通じた支援を継続する。 

と回答した学生は99.2％（令和６年度：96.6％）

であった。学生生活に関する満足度（充実）は、

「充実している」「どちらかといえば充実して

いる」を合わせて94.7％（令和６年度：95.5％）

であった。１年前と比較した自己の成長につい

て「成長した」「どちらかといえば成長した」

と回答した学生は97.3％（令和６年度：94.4％）

であった。いずれの指標も令和６年度と同様の

傾向であった。これらのアンケート結果は学内

ホームページで公開した。 

 学生生活に関する意見箱について、11件の投

書（意見箱への投書６件、Formsでの投書５件）

があり、その都度対応について検討し、それぞ

れの回答を掲示して学生に周知した。 

  夢緑祭の開催にあたり、企画・運営に関し、

夢緑祭担当教員を中心に支援を行った。これま

でにない新たな企画（学生音楽隊など）もあり、

また本学学生と教員による有志のブースにも

多くの来場者が訪れ、参加者アンケートによる

満足度も、５点満点中4.35点と好評を得た。 

 学生委員会が主催する講習会において、新た

な取組としてマナー講座を開催し、SNS利用時

の個人情報の漏洩防止や不適切投稿のリスク

等について注意喚起を行った。 

 また、学生生活の維持・向上を目的として、

教務学生課及び健康管理室を通じて適宜注意

喚起を行った。 

 

〇マナー講座 

 １年生 「大学生として身につける接遇・マ

ナー講座」 参加者96名 

 ２・３年生 「実習前マナー講座」 参加者



 

 
 

36 
 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

171名 

〇学生への通知実績：全11件 

 （内訳：学生生活関連５件、健康管理関連４

件、通学関連２件） 

 

 ボランティア募集や活動申請方法を、掲示

板・メールに加え、学内ポータルサイトを活用

して情報提供した結果、これらを活用して情報

収集する学生がやや増えた（令和６年度80.2％

から令和７年度84.3％）。学生アンケートの結

果では、ボランティア活動に参加した者は

25.6％で令和６年度の 25.4％とほぼ変わらな

かった。大学に届け出のあったボランティア活

動は延べ228名（35件）。このうち学内ボラン

ティアは、延べ169名（17件）であった（令和

６年度：延べ164名（22件））。学外ボランテ

ィアは、延べ 59名（18件）に増加した（令和

６年度：延べ26名（８件））。このほか、学外

ボランティアには、「三重を知ろうⅡ」の授業

における学外研修を機縁として、令和５年度か

ら継続的に活動しているものがある。 ボラン

ティアに関心のある者は64.5％であり、低学年

ほど関心が高かった（１年生：70.5％、２年生：

75.8％、３年生：63.1％、４年生：47.8％）。 

 LINKtopos2025（全国公立大学学生大会）は、

開催地や日程が４月初旬に決定し、早期に案内

ができたことに加えて、比較的近地の長野県に

て開催されたことで、１年生４名の参加につな

がった。 

 ボランティア報告会はポスター掲示として、

学内外でボランティア活動をした学生の活動

状況や、LINKtopos2025（全国公立大学学生大
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

会）への参加報告などを学内に掲示したこと

で、広く学内に紹介した。 

 

 国の修学支援新制度の改正により多子世帯

への支援が拡充され、授業料減免の対象範囲が

拡大されたため、国の通知に基づき本学の関係

規程等を見直し、授業料減免（前期103名、後

期99名）を行い、このうち３名（前期１名、後

期２名）に対しては、本学独自の上乗せ制度

（1/3支援⇒1/6上乗せにより1/2支援に増額）

による減免を行った。 

 減免手続きの運用にあたっては、制度改正に

より対象となる学生が相当数見込まれたため、

これまでのメールや掲示での案内に加えて、４

月のガイダンス時に全員に資料を配付して説

明を行うとともに、その後も、学内ポータルサ

イトに説明資料・申請用紙を掲載し、手続き漏

れがないよう注意喚起を行った。 

 また、看護学に深い関心を持ち、卒業後は三

重県内の看護実践及び教育・研究に携わってい

く強い情熱と意欲を有し、かつ、経済的に困窮

する学生を対象に、本学独自の「みかん大進学

支援給付金制度」に基づき、２名に 20 万円ず

つ支給した。 

物価高が続く中での学生への支援としては、日

本学生支援機構の「物価高に対する食の支援事

業」を活用した支援を後援会と協力して行っ

た。 

41102 

＜教職員の健康管理＞ 

産業医による面接指導を行

うとともに、満足度アンケー

トやストレスチェックを実施

 教職員が健康で働きやすい職場環境づくり

を進めるため、産業医による面接指導を毎月実

施し、延べ 22 名の教職員が指導・助言を受け

た。また、教職員の健康管理上留意すべき事項

Ⅲ  
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

し、これらから抽出された課

題に取り組み、教職員の職場

環境、労働環境の改善に努め

る。 

については、総括安全衛生管理者等が報告を受

けるとともに、衛生委員会を開催し、情報共有

を図った。 

 令和７年度教員満足度アンケート結果につ

いては、全体満足度55.54点（令和６年度：49.61

点）で、前年度から5.93ポイント上昇した。低

い点数となった項目は「研究の環境」「教員の配

置」で、人員不足による多忙等が影響している

と考えられる。 

 また、職員満足度アンケート結果について

は、全体満足度 66.56 点（令和６年度：57.18

点）で、前年度から9.38ポイント上昇した。ほ

とんどの項目で昨年度よりも改善が見られ、最

も低下した項目でも「業務見直し」で 0.11 ポ

イントの低下にとどまった。 

 アンケート結果については、令和８年３月の

法人会議や教授会で報告するなど、教職員に情

報共有を図った。 

 また、教員満足度アンケートから得られた意

見については、組織としての対応、考え方等を

教授会等の機会を活用して回答した。得られた

意見に基づいた対応例としては、各種委員会の

統合・削減を求める声に対して、研究科教学、

入試の両小委員会の令和８年度からの統合な

ど複数の委員会の統廃合及び委員会定数の削

減を決定したこと等が挙げられる。 

 教職員ストレスチェックの結果は、総合健康

リスクは全国標準より低いものの、「仕事のコ

ントロール判定」の健康リスクは全国標準を上

回った。一方 「職場の支援判定」の項目は前

年度から改善が見られた。 

 職場全体のストレス度は、「仕事の量的負荷」

 
 
 
 
【質問１６】 
 令和７年度教員満足度アンケート結果は前
年度に比べて満足度は向上している。しかし
課題として人員不足による多忙等（「研究の
環境」「教員の配置」）が挙げられている。
具体的にどのような対策が検討されているの
か。 
 
【質問１７】 
教員満足度は49.61点から55.54点へ改善

していますが、研究環境・教員配置が低い項
目とされています。委員会統廃合・定数削
減、人員充足、ハラスメント相談体制見直し
について、令和８年度の取り組み方針や案、
目標とする指標等がありましたらご教示くだ
さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【回答１６・１７】 
教員の配置については、令和７年度の採用

により一定数の教員を確保したものの、令和
６年度の退職者を補うには至らなかった。引
き続き、欠員が生じている領域及び博士後期
課程設置に必要な領域・職位を中心に、科学
技術振興機構が運営する研究者人材データベ
ースや本学ホームページを活用した公募を継
続していく。また、教員の選考にあたっては
教育研究業績の評価や教員選考委員会等によ
る面接などを通じて、優秀な教員の確保を図
り、教育・研究の質を担保し適切な大学運営
を行える体制構築を推進する。なお、看護学
領域における教員確保は全国的に難しい状況
となっているが、今後も粘り強く取り組んで
いく。 
 研究環境については、令和７年度に業務の
効率化について教授会などの場で議論を行
い、令和８年４月から学内各種委員会の統廃
合・定数削減を行った。令和８年度も引き続
き、教員からの意見も参考にしながら、必要
に応じて業務負担軽減に向けた取り組みを行
う。 
 ハラスメント相談体制の見直しについて
は、これまでの研修等でのアンケートや教授
会での意見を参考とし、現行相談体制の理解
促進を図ることも含めて、メリット・デメリ
ットを検討しつつより良いハラスメント相談
体制のあり方を目指していく。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

については全国標準より高いものの、「仕事の

コントロールのしやすさ」「上司の支援」「同僚

の支援」については、全国標準よりストレスが

小さい結果となった。 

 また、令和７年度から「ワークエンゲイジメ

ント」と「職場の一体感」について組織の立ち

位置が分かる、いきいきプロフィールの集団分

析を導入した。縦横のサポート等を示す部署レ

ベル資源においては全ての集団で全国平均を

上回った結果が出たが、40歳代の教職員、助教・

助手のいきいき度は低かった。 

 なお、産業医が総合的に高ストレス者等と判

定した教職員に対しては、産業医による面接の

実施を案内し、メンタルヘルス不調の未然防止

など職場環境の改善に取り組んだ。 

健康診断の結果要受診者となった者には精

密検査等の受診を促すとともに、注意すべき項

目のある対象者へ産業医のメッセージを伝え

る、産業医面談を実施するなど健康管理を意識

する機会を作った。 

【質問１８】 
 「いきいき度」において全国平均は上回っ
ているものの、40 歳代の教職員、助教・助
手の値は低いという結果であった。どこに原
因があると思われるか。 
 
【質問１９】 
 令和７年度に実施した「ワークエンゲイジ
メント」等の集団分析結果をどのように活用
していくのかについて説明してほしい。 

【回答１８・１９】 
 令和７年度に実施した教職員ストレスチェ
ックの結果、「40歳代」及び「助教・助手」
のカテゴリーにおいて、組織全体と比較して
点数が相対的に低い（良好ではない）傾向が
認められた。具体的には、40歳代においては
「情緒的負担」、「個人の尊重」、「キャリ
ア形成」が、助教・助手においては「個人の
尊重」、「ワーク・セルフ・バランス（ネガ
ティブ）」が課題として示唆された。 
 これらの結果には、業務負担の質的・量的
側面に加え、職場における相互尊重やキャリ
ア形成支援といった、多面的な要因が影響を
及ぼしていると考えられるため、当該課題の
改善に向けて、個別的支援（面談等）の充実
に加え、キャリア形成支援や働き方に関する
制度整備等を含む多面的な支援策の検討を、
継続的に進めていく必要があると考えてい
る。 

Ⅳ－２ 施設・設備の整備、維持管理等に関する取組 

42101 

＜教育環境・ＩＴ環境の整備

＞ 

質の高い教育・研究を実践

するため、IT環境を含む施

設・設備・備品等の整備・充

実を図るとともに、中長期改

修計画等に基づき、県と協議

しながら計画的に施設・設備

の改修を進める。 

 質の高い教育・研究を実践するための環境を

整えるため、情報センターが中心となり、教職

員、学生のニーズ及び課題を把握し、それらを

解決するために、IT環境を含む施設・設備・備

品等の整備・充実を行った。また、本学施設の

中長期改修計画に基づき、県からの施設整備費

補助金により、学舎等の改修を行った。取組に

ついては以下のとおりである。 

 

① 学内LANネットワークの更新 

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

また、教育効果を高めるIT

環境を整備するために、学内

Wi-Fiの適正利用等を含めた情

報に関するオリエンテーショ

ンや授業を充実させる。 

 契約満了に伴い、令和７年 10 月からの学内

LAN ネットワークの更新を実施した。更新に伴

い、会議のペーパーレス化を推進するため、会

議室に学内LAN専用のWi-Fi設備を整備した。

また、情報センター室には、セキュリティ確保

のため入退室を管理する電子錠を設置した。 

② 無線LANネットワークの更新 

 契約満了に伴い、無線LANネットワークの更

新を実施した。更新に伴い、ファイアウォール

を新設し無線LANのセキュリティを強化するこ

とで、外部からの侵入を遮断するシステムを構

築した。 

 また、災害時に Wi-Fi を開放できる

「00000JAPAN」を導入した。 

③ 学内情報ネットワークの適正利用にかか

る取組 

 学内情報ネットワークの適正利用を目的に、

各種規程等を整備した。新たに制定した規程

は、「公立大学法人三重県立看護大学情報ネッ

トワーク利用規程」「公立大学法人三重県立看

護大学情報ネットワーク利用要綱」「公立大

学法人三重県立看護大学情報ネットワーク利

用ガイドライン」「公立大学法人三重県立看護

大学無線LANの利用に関する要領」である。こ

れらを活用し、情報ネットワークの適正利用に

ついて学生への周知を行った。 

 ４月に実施した各学年のオリエンテーショ

ンにおいて、無線LANの接続方法について説明

するとともに、教育・研究活動に支障を来すこ

とのないよう、学内情報ネットワークの私的利

用を控えるよう注意喚起を行った。 

 １年次の科目「情報リテラシー入門」におい
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

て情報倫理とセキュリティに関する授業を実

施した。 

④ 学舎等の改修 

 中長期改修計画に基づいて、施設整備費補助

金により以下の改修を行った。 

 ・屋上（研究棟・渡り廊下棟）防水改修工事 

 ・講堂照明LED化工事 

 ・研究棟空調機更新工事 

42102 

＜図書館運営の充実＞ 

書籍や学術雑誌の電子化や

インターネットを利用した文

献検索など変化するデジタル

環境に即した効率的な図書館

運営に努めるとともに、特色

ある図書館のあり方について

検討を継続する。 

附属看護博物館において

は、適切な運営を実施すると

ともに、第８期（令和８年４

月～）企画展示に向けて、展

示内容を検討する。 

【教員向け講座】 

 教員の研究支援を目的として、PubMedを中心

とした外国文献検索の活用方法を再確認する

教員向け講座を開催し、教員23名が受講した。

受講できなかった教員に対しては、後日オンデ

マンド配信を実施した。講座では、専門講師を

招聘し、図書館職員の支援のもと、受講者が各

自パソコンを使用して実際の検索操作を行う

など、実践的な研修を実施した。（関連項目

21202、22201） 

 

 

【情報発信】 

 学生及び教職員に対して、「メディカルオン

ライン」や「医中誌 Web」に関する情報発信を

行い、利便性の向上に努めた。 

 

【メールマガジン発行】 

 メールマガジン『オレンジレター』を月1回

発行し、利用者に最新情報等を届け、図書館の

利用を促進した。 

 

【文献検索講習会等の教育支援】 

 学部１年生に対しては、情報関連の授業にお

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

いて、図書館司書が図書館利用案内及びオンラ

イン蔵書目録（OPAC）の使用方法を教授した。

２～３年生に対しては、専門講師を招き、医中

誌Webやメディカルオンライン等を使用した文

献検索方法を教授した。４年生に対しては卒業

研究の開始前に、専門講師による文献検索講習

会を実施した。 

 大学院１年次の科目「看護研究特論」におい

て専門講師を招き、医中誌Webの他、PubMed、

MEDLINE、CINAHLについて教授するとともに、

各自の研究テーマに関連するキーワードに基

づき検索の演習を行った。 

 

【附属看護博物館】 

第８期企画展示の検討を行い、企画テーマを

「量る・測る・計る―教科書と看護器具でたど

る＜はかる＞技術の歩み」と定め、令和８年４

月の展示開始に向けた準備を進めた。併せて、

収蔵品の保管及び収集体制の充実を図るため、

県立総合博物館の学芸員から専門的な指導を

受けた。 

42103 

＜環境等への配慮＞ 

  電気、水、ガス、OA 用紙、可

燃ごみ等の使用量を定期的に

把握し、環境保護や省エネルギ

ーに繋げるとともに、グリーン

通信の発行や研修会等を通じ

て環境問題や SDGs に関する啓

発を行って、本学で可能な環境

の保全に取り組む。 

 

 

 講堂照明のLED化を行い省エネ設備への切り

替えを行った。 

 電気使用量の増える夏季に教職員への節電

の呼びかけや、学生が利用する教室の効率的な

使用等の取組を行った。また、年末年始の５日

間に一斉閉校を行い、光熱費の削減につなげ

た。 

 

（参考） 

令和７年度電気使用量：662,564kWh             

（令和６年度：670,040kWh、令和５年度：

Ⅲ   



 

 
 

43 
 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

643,819kWh） 

令和７年度OA用紙使用量（４～３月）：400箱 

（令和６年度：313箱、令和５年度：432箱） 

 

 電気・水・ガス消費量、ゴミの排出量の設定

目標に対して、教職員の取組状況を継続して調

査するとともに、その結果を共有して環境負荷

低減の意識向上に努めた。 

 教職員及び学生に向けた周知活動としては、

「学内のエネルギー利用システムと換気につ

いて」と題して研修会を実施した。参加率の向

上を目的に、気軽に参加できるようランチョン

形式で実施した。その結果、参加者は例年に比

べ増加した（令和６年度：教職員８名、学生４

名から令和７年度：教職員14名、学生34名）。

また、事後アンケートでは、回答者全員が「今

後の自身の行動を見直すきっかけとなった」と

回答した。 

 また、令和６年度の学生自治会への聞き取り

において、講義室内環境について「息苦しい時

がある」との指摘を受けたため、講義室内の二

酸化炭素濃度を複数回計測した。基準を上回る

二酸化炭素濃度であることが明らかとなった

ため、授業間の換気を促した結果、数値が改善

された。 

学内の電力使用量等の状況や、研修会の実施

結果などについては、年２回発行するグリーン

通信や新学期オリエンテーションを通して学

生・教職員に周知し、大学で実施する環境取組

やSDGsに対する意識の醸成に努めた。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

Ⅳ－３ 危機管理に関する取組   

43101 

＜大規模災害時等への対応＞ 

大規模災害時に学生・教職

員の安否を速やかに把握でき

るよう、安否確認システムに

よる訓練を継続し、大規模災

害に対する意識の醸成に努め

る。 

教職員及び学生の防災意識

を高めるため、年度当初のオ

リエンテーションやガイダン

スにおいて研修を行う。 

大規模地震災害対策マニュ

アルや業務継続計画を継続的

に見直していくとともに、マ

ニュアル等に基づいた訓練等

を実施する。 

県との連携や三重県看護系

大学防災協議会の取組を通し

て、大規模災害発生時等にお

ける連携や支援のあり方、地

域における大学の役割等につ

いて協議する。 

大規模災害発生時等に、学

生・教職員等の安全・安心を

確保するため、平常時から施

設設備等の保守点検を実施す

るとともに、改修等が必要な

箇所については、計画的に修

繕工事等を実施する。 

 災害発生時に学生・教職員の安否状況を確認

する「安否確認システム」の操作訓練を２回実

施した。システムへの返信率は、４月に実施し

た第１回の訓練が96.7%、12月に実施した第２

回訓練が 93.3%であった。また、訓練結果につ

いては、学生への掲示板や教授会にて報告・共

有を行い、未回答者に対してはアンケートで理

由を確認するなど、学生・教職員の大規模災害

に対する意識の醸成を図った。 

 

 新規採用教職員を対象としたオリエンテー

ションにおいて、大規模地震災害対策マニュア

ル等の説明を行った。４月に新入生を対象とし

て実施する情報オリエンテーションにおいて、

安否確認システムの説明を行い、併せて同シス

テムへの登録を実施している。 

 時間外に大規模地震が発生した場合の初動

体制を整理するとともに、参集した職員が行う

業務を明確にし、班ごとの行動マニュアルを作

成した。11月の防災訓練では、発災から３時間

後を想定し、行動マニュアルを班ごとに確認し

た上で、初動対応訓練を行った。さらに、訓練

で判明した課題を整理した。 

 また、学生も参加する方法で、火災想定訓練

を実施、避難時の点呼確認や煙道訓練を行っ

た。８月に自衛消防隊に各隊の役割の確認と消

火器の扱い方を訓練し、11月の火災想定訓練へ

と活かした。 

三重県看護系大学防災協議会（県内の看護系

４大学で構成）が２回開催され、各大学の防災

Ⅲ   



 

 
 

45 
 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

取組事例について、意見交換を行った。三重大

学の防災訓練を本学職員が見学した。 

43102 

＜危機管理への対応＞ 

これまでに構築した危機管

理に係る仕組みを着実に運用

し、法人における危機管理体

制を高める。 

教職員及び学生の危機管理

への意識を高めるため、年度

当初のオリエンテーションや

ガイダンスにおいて研修を行

うとともに、防災訓練や安否

確認システム操作訓練を継続

して実施する。 

 リスク管理委員会を随時開催し、大規模地震

災害マニュアルの見直し、業務継続計画（BCP）

の見直しを行った。 

 また、時間外に大規模災害が発生した場合の

初動体制を見直し、令和７年度はその実効性を

高めるため、リスク管理委員会で検討し、訓練

を行った。 

 令和７年度及び令和８年度入試における出

題ミスに関し、そのリスクの洗い出しと対応を

検討した。令和７年度入試に関しては、危機対

策本部を設置し、その対応にあたった。 

（関連項目 43101） 

 

 大学ネットワークのサイバーセキュリティ

に関しては、情報センターにより適正に対応さ

れている。令和７年度は１件サーバでウィルス

が感知されたが、全て駆除されており大学ネッ

トワークへの影響はなかった。また、月例の情

報メンテナンスによるシステム更新により、ネ

ットワークの安全を管理している。 

 在学生１名、卒業生１名の大学メールアカウ

ントが不正アクセスの被害に遭い、パスワード

の変更により対応した。学内にメールにて注意

喚起し、令和７年度卒業生には卒業後のアカウ

ント管理に関する注意事項の文書を配布した。 

（関連項目 42101）  

Ⅲ  
 
 
 
【質問２０】 
 大規模地震災害が発生した場合の初動体制
について、学生にはどのような訓練が実施さ
れているのか確認したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問２１】 
在学生１名・卒業生１名の大学メールアカ

ウントが不正アクセスを受けたとのことです
が、原因分析、被害範囲の確認結果、再発防
止策（多要素認証、卒業後アカウント管理、
ログ監視等）の実施状況及び記録方法をご教
示ください。 

 
 
 
 
【回答２０】 
学生は身を守る術を身につけることが重要

であることから、学生便覧に学生版災害対応
マニュアル【発災時の行動フロー】を掲載し
発災時の行動を講義中・実習中・課外別に示
すとともに、毎年の避難訓練を実施してい
る。令和８年度は、緊急地震速報放送後の落
下物等から身を守る訓練（シェイクアウト訓
練）を、学生を含めて実施する予定である。
また、安否確認システムの操作訓練を年２回
実施し、大規模災害への対応意識の向上を図
っている。 
 
 
 
 
 
 
 
【回答２１】 
不正アクセスの原因は、第三者による無差

別なパスワード試行により、脆弱なパスワー
ドを設定していたアカウントが突破されたも
のと推測される。10月に在学生１名のアカウ
ントが不正アクセスの被害に遭い、同アカウ
ントからは外部へのスパムメールの送信が確
認された。事態の把握後、学生及び教職員に
対しメールで注意喚起を行うとともに、身に
覚えのないメール送信を確認した場合は速や
かに情報センターに報告するよう呼びかけた
が、他に被害の申し出はなかった。本件を受
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

けて、監視体制の強化のため週次でサインイ
ンログおよび送信ログの確認を行うことと
し、不審な挙動の早期検知に努めた結果、２
月には卒業生１名のアカウントに対する不正
アクセスを情報センターにて検知し、迅速に
対処している。アカウントの管理について
は、引き続き検討していく。 

Ⅳ－４ 人権の尊重に関する取組   

44101 

＜人権尊重とハラスメント防

止＞ 

改訂したリーフレット、ポ

スター、ホームページ等の媒

体やオリエンテーション・ガ

イダンス等の機会を活用し

て、ハラスメント防止と本学

の取組についての周知ならび

に人権を侵害されることのな

い環境づくりに継続して取り

組む。 

学生を対象にハラスメント

防止の研修会を実施する。ま

た、教職員に対しては、困り

ごとが生じた時の対応や適切

に相談対応するための研修会

を実施するとともに、相談者

が安心して相談できる体制づ

くりに取り組む。 

【ハラスメント防止に関する研修会】 

○学生に対する研修 

 １年生向けの研修会は、４月に「ジェンダ

ーバイアスの罠：無意識の偏見に気づいてよ

り良い関係を考えよう」と題して実施し、101

名（参加率98.1％）が参加した。事後アンケ

ートでは、「よく理解できた」「理解でき

た」を合わせて100％であった。一方、全教職

員がハラスメントの相談窓口であることを

「知っている」と回答した学生は75.4％であ

り、全員の理解は得られていなかった。 

 ２年生向けの研修会は、４月に「身近に生

じるハラスメントとその対応について」をテ

ーマに実施し、83名（参加率81.4％）が参加

した。事後アンケートでは、「よく理解でき

た」「理解できた」で100％であった。また、

82.1％の学生がハラスメント相談窓口として

教員を利用すると回答し、教職員を身近で信

頼できる存在として捉えていることが確認さ

れた。 

○教職員に対する研修 

 新任教職員を対象としたハラスメント相談

窓口研修会を８月に実施し、対象者11名全員

が参加した。事後アンケートでは、相談窓口

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

の役割について「十分・ある程度理解でき

た」が100％であった。一方、相談対応につい

ては「おそらくできる」が71.4％、「あまり

対応できない」が28.6％であり、その理由は

「対応への不安」や「経験不足」であった。 

 また、教職員全員を対象に、８月に「本学

におけるハラスメントの問題点を共に考え

る」と題して、職位別グルーブ討議を実施し

た。参加者は65名（参加率86.7％）で、「ハ

ラスメントの理解や認識」「意見交換や対話

ができるスキル・環境整備」「相談体制」

「組織風土」等が主な論点であった。事後ア

ンケートでは、認識の相違への気づきや自己

省察の必要性、意見が言い合える職場づく

り、相談・対応体制のわかりにくさ等の意見

があった。これを受けて、ハラスメント相談

体制のあり方について検討を行った。 

 

【ハラスメント防止に関する周知】 

 新学期のオリエンテーションにおいて、学

部生・大学院生に対し、ハラスメント防止及

び相談体制について説明した。併せて、改訂

したリーフレット・ポスター及び外部相談窓

口（T-PEC）のポスターを配布・掲示し、周知

を行った。 

 

【ハラスメント相談】 

 学内相談窓口への相談は０件であった。外

部相談窓口への相談は４件であった。このう

ち報告希望案件の２件については適切に対応

し、相談者に回答した。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案）  

【学生アンケート調査】 

 12月に全学部学生を対象とした「いじめや

ハラスメントに関するアンケート調査」を実

施した。「今いじめやハラスメントを受けて

いる」と回答した学生は１名（1.1％）、「過

去に受けたことがある」と回答した学生が４

名（4.2％）であった。「相談しにくい・全く

相談できない」と回答した学生は12名

（12.6％）であり、その理由は、判断の難し

さ、相談先の不明確さ、情報漏洩や不利益

（報復・成績への影響）への不安等であっ

た。実際の相談先は、保護者12名

（12.6％）、学内友人10名（10.5％）が多

く、相談に必要な要素として信頼関係や秘密

厳守が挙げられた。 

 

 

 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

Ⅴ－１ 組織運営の改善に関する取組 

51101 

＜組織体制＞ 

法人会議を適切に運営し、法

人に関する重要事項の審議等

を円滑に実施するとともに、学

外有識者の意見を組織運営の

改善に生かしていく。 

「企画運営会議」において理

事長をサポートし、本学の迅速

な意思決定、行動を強めていく

とともに、「大学戦略会議」で

 理事会、経営審議会をそれぞれ５回、教育研

究審議会を９回開催し、教育、研究、大学運営、

社会・地域貢献等について審議及び意見交換を

行った。これら会議の概要は教授会でも説明

し、必要な情報を共有した。 

 理事長がリーダーシップを発揮できるよう、

理事長の補佐機関である企画運営会議を毎月

開催し、迅速な意思決定や調整、情報共有を行

うとともに、企画運営会議と構成員を同じくす

る自己点検評価委員会が内部質保証のための

Ⅲ 【質問２２】 
①企画運営会議（理事長の補佐機関）は何を
議論し決定するのか。どのような権限をもっ
た会議か。 
②企画運営会議と大学戦略会議の関係はどの
ようになっているのか。 
③R.7年度に大学戦略会議ではどのような案
件が検討されたのか。この会議では大学が取
り組むべき改革の方向性について検討された
と記されているが、改革の方向性とはどのよ
うなものか。 

【回答２２】 
①企画運営会議は、理事長（学長）の補佐機
関として、法人・大学の運営上の重要事項に
ついての協議や、法人会議や教授会・研究科
委員会の議題調整のほか、緊急事態における
応急処理策の決定など、理事長（学長）が法
人・大学の運営を推進するにあたって必要と
なる協議や情報伝達を行う会議である。 
②大学戦略会議はこれとは別の視点で大学の
将来構想や喫緊の課題について、自由に意見
を出し合い、議論を重ねる中で大学の魅力創
造や課題解決策を見出し、これを理事長（学
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

は喫緊の課題や将来構想など

幅広い議論を深め、本学の強み

や特色を伸ばし、教育、研究及

び社会・地域貢献活動を最大限

発揮する。 

また、内部統制を適切に運営

する。 

PDCAサイクルを回し、法人や大学運営に関して

の継続的な改善・改革を進めた。 

 

大学戦略会議では、令和６年度に議論した18

歳人口の減少や DX の進展が見込まれる環境下

で本学が取り組むべき改革の方向性について、

各委員会に具体的な取組内容の検討を依頼し

た。各委員会からの回答を基に、各内容の妥当

性や方向性について議論をし、取組内容を決定

した。 

 

 内部統制を適切に運用するため、内部統制規

程において、学生部、メディアコミュニケーシ

ョンセンター、地域交流センター及び事務局に

内部統制推進責任者を置き、各部局の長を充

て、当該部局等における内部統制システムの整

備及び運用状況を内部統制最高責任者（理事

長）に３月に報告し、共有した。 

 学生や教職員アンケートの結果等について

は、企画運営会議や教授会で、担当理事や所管

委員会委員長から報告を受けるとともに、所管

委員会や事務局において対応し、その状況につ

いても教授会で報告している。 

 理事長の任期満了に伴い、理事長選考会議に

よる新理事長の選考を行った。選考に際して

は、理事長選考基準を見直し、 大学を取り巻く

社会環境が厳しさを増す中で理事長に求めら

れるリーダーシップ像等を明示した。 

 

（参考）令和７年度の理事会等の審議事項件数

及び主な審議内容 

・理事会    ：審議事項 20 件（令和６年

長）に提言する諮問機関の役割を目的に設置
したものであり、理事長（学長）を除いた企
画運営会議の構成員に加え、教務委員長、入
試委員長、学生委員長、研究科小委員長も含
めている。 
③令和７年度は、今後の学部教育や大学運営
におけるDX化のあり方、18歳人口が今後減
少するなかで優秀な学生を確保しながら県内
就職率の向上を図るための方策などについて
検討を行った。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

度：12件） 

・経営審議会  ：審議事項 15 件（令和６年

度：11件） 

・教育研究審議会：審議事項 32 件（令和６年

度：25件） 

〔主な審議内容〕 

・令和６年度業務実績報告、令和７年度計画、

令和６年度決算、令和８年度当初予算 

 

Ⅴ－２ 人材の確保・育成に関する取組 （１）人材の確保に関する取組 

52101 

＜教職員の充足＞ 

本学の教育理念・教育目標が

達成できるよう、優秀な教員を

確保するために幅広く教員募

集を行う。 

法人・大学運営の専門性等に

も的確に対応できるよう、法人

固有職員、県派遣職員、業務職

員等を適材適所に配置する。 

 教員の採用にあたっては、教員選考委員会や

領域の長による面接を実施し、優秀な教員の確

保に努めた。また、昇任については、昇任基準

を満たしている教員について、積極的に応募す

るよう働きかけを行った。採用等の状況は次の

とおりである。 

 

①採用については、看護系教員を志す人に本学

の公募情報に幅広くアクセスしてもらえるよ

うに研究者人材データベース・大学ホームペー

ジを活用して、公募を行った。令和７年度は、

10 件公募したところ、12 名の応募者があり、

２名を採用した。（令和６年度：10件公募、17

名応募、６名採用） 

 

②昇任については、令和７年 10 月１日付けで

助手２名を助教に昇任させることを決定した。  

 

③研究科担当教員として、令和８年４月１日付

けで３名の教員に研究指導担当教員の資格を

付与した。 

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 

④連携協力協定病院の 14 病院のうち１病院と

人事交流（１年間）を行い、１名を本学の助手

として受け入れた。派遣元病院側では、臨地＊

での看護教育の質の向上及び看護研究の活性

化につながるとともに、本学においても教育活

動の充実につながっている。 

 

⑤臨地教育の指導体制の充実を図るため、臨地

実習の指導等に協力する実習協力機関の優れ

た医療職者に対して臨地教授等の称号を付与

した。 

 

⑥臨地における実習指導の充実を図るため、実

習指導員を確保した。 

 

（参考） 

・臨地教授等 27名（令和６年度：22名） 

・実習指導員（業務職員）７名（令和６年度：

２名） 

 

 法人雇用職員については、令和７年２月の前

倒し採用に続き、令和７年４月採用の１名を配

置し、組織の充実に努めた。 

Ⅴ－２ 人材の確保・育成に関する取組 （２）人材の育成に関する取組 

52201 

＜教員の育成と働き方＞ 

教員の活動評価・支援制度を

適切に運用するとともに、FD活

動や研修制度等を通じて教員

の能力向上に向けた支援を行

う。 

 教員活動評価・支援制度に基づき、各教員が

教員活動評価票を活用し自己評価を行うとと

もに、学長若しくは上位教員が対象教員との面

談・評価を行うなど、適切に人材マネジメント

を実施した。また、大学院研修制度において、

令和６年度に認定された教員１名が令和７年
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

教職員満足度アンケート等

から抽出された課題等につい

て、対応可能な事案については

早期解決を図るなどして働き

方の見直し、充実を図り職員満

足度の向上を図る。 

度から大学院博士後期課程へ進学することと

あわせて、サバティカル制度においては教員１

名が研修（場所：フィンランド及び国内、期間：

令和７年９月～令和８年３月、獲得年度：令和

４年度）を行った。 

 負担軽減の観点から、夏季休暇期間における

緊急性の低い定例会議の休会、時間外や休日に

おけるメール送信を控えることの再徹底など

職場環境の改善に努めた。加えて、教職員がし

っかりと休養できるように、令和７年 12月 30

日（火）～令和８年１月３日（土）の年末年始

期間に教職員・学生の一斉閉校を実施した。 

勤務間インターバルの義務化も見据えた裁

量労働制による勤務時間帯の短縮運用や各種

委員会・WGを原則午後開催とするなどの働き方

改革に係る提案を行い、教員に協力を呼びかけ

た。 

52202 

＜事務職員の育成と働き方＞ 

職員の強みを伸ばし、弱みを

補うために育成支援のための

人事評価制度を適切に運用す

る。 

法人固有職員の研修体系を

整備し、主任・主査級職員に対

して、職位に応じた適切な研修

を実施する。 

職員の職場環境、労働環境の

改善に努めるとともに、職員満

足度アンケート等から抽出さ

れた課題等に取り組み、働き方

の見直し、充実に繋げていく。 

 事務局職員の資質及び能力向上を図るた

め、職員人事評価制度に基づき、期首、中間

及び期末に面談を実施し、育成支援を行っ

た。また、中間及び期末面談においては、評

価結果に係るフィードバック面談も実施し、

伸ばすべき強み、補っていく弱み等に関する

考え方を伝えた。 

 SD活動としては、公立大学協会が開催する

新任職員向け公立大学職員セミナーに職員を

派遣するとともに、公立大学職員に必要な知

識習得に資するオンライン研修システムであ

る公立大学協会教職員研修システムの受講を

促した。また、職員が大学の課題に係る研修

に主体的に参加し、課題解決に向けた知識や

情報を獲得した。  
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

 法人固有職員をはじめ事務局職員全体の資

質能力向上を図るため、職員人材方針に基づ

き、所属長やOJTリーダーである課長が中心

となり、職員の指導育成に取り組んだ。ま

た、円滑な組織運営に資するため、事務局業

務の共有化・可視化をテーマに全５回の事務

局内研修会を実施した。なお、令和６年度に

引き続き、人材育成の一環として若手・中堅

職員が講師を担当した。 

 法人固有職員の研修体系を策定するととも

に、各自に対する令和７年度の研修計画を策

定し、ブラッシュアップ研修への参加など三

重県の協力も得て、職員の育成を図った。研

修の一環として業務改善提案のプレゼンテー

ションを行い、学内で高い評価を受けたこと

から、３つの提案内容について令和８年度か

らの実施に向けて調整している。 

 働きやすい職場づくりについては、法人固

有職員が様々な課題についてフリートークで

きる場として「プロパー職員の会」を定期的

に開催し、法人固有職員の意見や要望を事務

局長等に直接届けられるようにした。また、

業務職員との定期的な面談を開始し、業務職

員から見た職場の課題や働きやすい環境づく

り等に係る要望を副局長に直接届けられる機

会を設けた。 

 

（参加した主な研修） 

学 外 ： 新任職員向け公立大学職員セミナ

ー、説明力・聞く力向上研修、クリティカ

ル・シンキング研修 

学 内 ： 事務局職員研修、ハラスメント研

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問２３】 
 法人固有職員の研修計画において、プレゼ
ンテーションで高い評価を受けた「３つの提
案内容」について令和８年度からの実施に向
けて調整していると記されているが、「３つ
の提案内容」とは何か。 
その実施に向けての進捗状況は？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答２３】 
（提案１）県内実習旅費手続き見直し提案－
業務効率化と内部統制強化の両立－ 
○提案内容 
 県内実習旅費について、旅行命令及び精算
報告の申請手続きを簡素化。加えて、車賃の
算定方法を実測距離から基準距離方式へ変
更。 
○進捗状況 
 令和８年４月から実施 
（提案２）事務局契約職員の無期雇用転換制
度の導入 
○提案内容 
 事務局契約職員に無期雇用転換制度を導入
し、人材の定着を図ることで、事務局の安定
的な運営及び事務局職員全体の業務負担の軽
減を実現 
○進捗状況 
 令和８年４月から実施 
（提案３）DXの推進による業務改善 
○提案内容 
 学校事務サポートシステムの機能追加等に
より、業務の負担軽減・効率化を図るととも
に、学生・保証人の利便性が向上 
○進捗状況 
令和８年中10月に導入予定 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

修、人権研修 

 

(関連項目 21202) 

 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

Ⅵ－１ 自己収入の確保に関する取組 

61101 ＜自己収入の確保＞ 

授業料については、他の国

公立大学や近隣大学の状況及

び社会経済情勢等を注視して

いく。 

その他の自己収入の確保に

ついては、地域交流センター

事業や施設の貸付などによ

り、収入の確保に努める。 

 授業料等の学生納付金の額については据え

置くこととした。 

 施設貸出については、大学の教育・研究活動

に支障のない範囲で行った。 

入学式や卒業式、公開講座など、来場者が多

く見込まれる場面や、関係団体への書面等にお

いて本学修学支援基金の周知と呼びかけを行

い、広く寄付を募った。 

  

なお、授業料以外の自己収入の主なものは次

のとおりである。（令和７年度決算見込み） 

①施設使用料（施設貸出、自動販売機設置場所

の貸付料等） 

  1,377千円（令和６年度：1,451千円） 

②MCNレポート（広報紙）広告掲載料 

  184千円（年間計７団体応募）（令和６年度：

154千円（年間計５団体応募）） 

③地域交流センター事業収入（受託事業収入は

除く） 

 1,494千円（令和６年度：2,110千円） 

④修学支援基金寄付金 

  28件 869千円（令和６年度：20件 899千

円） 

Ⅲ 【質問２４】 
自己収入について、地域交流センター事業

収入が2,110千円から1,494千円へ減少して
います。一方で物価上昇により経費上昇が見
込まれる中、施設使用料、広告掲載料、寄付
金等を含めた自己収入確保策の実効性と、令
和８年度の収入見込み・改善策があればご教
示ください。 

【回答２４】 
地域交流センター事業収入については、依

頼する側の働き方改革により、時間外に実施
する研修が一定数減少したものと考えてお
り、これは今後も続くものと見込んでいる。
一方で、三重県受託事業により3,569千円の
収入を得ており、令和８年度は「認知症普及
啓発講座」を新たに受託し、収入の増加が見
込まれる。 
 施設貸出は、大学運営に支障をきたさない
ことを条件に実施しており、大幅な収入増は
見込めない。一方で広告掲載料については、
広告枠を超える多数の申請をいただいた。 
 上記から、令和８年度においても、同規模
程度の収入は見込まれ、自己収入確保策の実
効性はあるものと考える。 
 修学支援基金寄付金は、基金の維持に必要
な100万円に到達していないが、基金維持の
ため、連携協力病院や学生の就職先への寄付
の依頼、公開講座等での呼びかけを行うな
ど、地道に募集を続けていく必要がある。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

61102 ＜知的財産の適切な保護と活

用＞ 

知的財産として、職務発明

規程に基づき適切に管理し、

関係機関との連携を図り、実

用化につながる取組に努める

とともに、積極的に情報発信

を行い、知的財産に対する教

職員の意識の醸成を図る。 

令和元年度に取得した特許「足趾支持台」に

ついては、令和４年度の特許更新後、令和７年

度に２度目の特許更新を迎えたため、審議を行

った結果、特許権を放棄することを決定した。 

令和５年度に取得した特許「足浴用容器」「装

着型点滴シミュレータ」の２件についての更新

時期にあたるため、審議を行い３年間の更新を

決定した。 

３月に弁護士を講師に迎え、全教職員を対象

に、知的財産の基礎知識をはじめ、生成 AI を

含めた適正な活用方法等の内容で研修会を行

った。研修会当日に受講できなかった教職員に

対しては、オンデマンド配信を行い、全教職員

が受講できるようにした。 

（関連項目 21202） 

Ⅲ   

Ⅵ－２ 経費の抑制に関する取組 

62101 

＜経費の抑制＞ 

予算の編成方針を示して、

教育・研究予算を精査し、適

正な配分を行うとともに、決

算数値や大学の経営状況など

を教職員に対してわかりやす

く説明し、コスト意識の向上

と経費の抑制を図る。 

教職員のコスト意識の向上を図るため、当

初予算編成時に、 固定的な経費については、

令和７年度 当初予算額を上限とし、 裁量的

な経費については、前年度予算の85％以内

（領域の授業用経費90％以内）を前提とする

予算編成方針を策定し、教職員に適切な見積

やコスト削減を求めるとともに、執行時の節

減に心がけてもらうよう説明した。 

 事務局職員を対象とした研修にて、予算財

源の構成を説明し、コスト削減のため、見積

もり合わせの実施や複数年契約の実施などの

工夫を説明し、コスト意識の向上と経費抑制

を図った。 

また、電気料金高騰に伴う対策として、前

年度に引き続き、学内照明のLED化の促進を

Ⅲ   
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

行った。さらに、８月・９月には節電の取組

により54万円の削減（前年度比）、12月・１

月には年末年始の一斉閉校により22万円の削

減（前年度比）につながった。 

Ⅵ－３ 資産の運用管理の改善に関する取組 

63101 

＜資産の適正管理＞ 

資産の管理・運用を安全か

つ適正に行うとともに、本学

の教育、研究活動に支障がな

い範囲で施設の有効活用を図

る。 

 老朽化した施設に関しては、中長期改修計

画に基づき、県からの補助金を活用して、屋

上防水改修工事（研究棟・渡り廊下棟）、講

堂照明LED化工事及び研究棟空調機更新工事

を行い、将来にわたって施設や設備を維持で

きるよう取り組んだ。  

 日頃から学生や教員の教育・研究活動に支

障が生じないように、大学の施設管理や清掃

業務の委託会社と連携を図り、大学施設の安

全かつ適切な維持管理を行った。 

 施設貸出について、令和７年度も継続して

行い、実績は165件であった。 

 保有資金については、定期預金により安全

かつ適正に運用した。 

Ⅲ   

 

番号 年度計画 実施状況等 
法人 

評価 
評価委員会からのご質問 質問に対する回答（案） 

Ⅶ－１ 大学教育の質保証に関する取組 

71101 ＜自己点検・評価及び外部評 

価＞ 

自己点検・自己評価を実施

するとともに、令和７年度に

認証評価機関による認証評価

を受審する。 

 学校教育法第109条第２項に基づく大学機関

別認証評価について、大学教育質保証・評価セ

ンターによる審査を受審し、「大学評価基準を

満たしている」と認定された。評価において

は、様々なアンケートや評価の分析に基づく授

業改善・学修成果の把握にかかる継続的な取組

や、地域の協力団体と連携しながら実施してい

Ⅲ  
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これらの点検や評価を通じ

て、内部質保証機能の充実を

図る。 

る「三重を知ろうⅠ・Ⅱ」の授業内容が優れて

いる点として評価された。 

 また、令和６年度業務実績及び第三期中期目

標期間終了時に見込まれる業務実績にかかる県

評価委員会の評価においては、それぞれ「中期

計画を順調に実施している」「中期目標を達成

する見込みである」と認められ、評価結果につ

いては、９月の法人会議、教授会においてフィ

ードバックした。また、県評価委員会からの改

善コメントを踏まえて、令和７年度において改

善に向けて取り組むとともに、令和８年度の計

画策定に反映した。 

 自己点検・評価の充実を図るため、新たに自

己点検評価項目を定めて、担当部門による自己

点検・評価を行った。自己点検・評価の結果に

ついては、中期目標・中期計画の進捗状況と併

せて、各担当部門の長と自己点検評価委員会と

の間で意見交換を実施し、課題の共有と改善に

向けた方向性の検討を行った。 

認証評価の受審過程で得られた課題や、第三

期中期計画期間中の県評価委員会による評価結

果を踏まえて、次期中期計画期間中の取組の方

向性を自己点検評価委員会で検討するととも

に、県医療政策課との連絡調整会議において検

討に着手した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問２５】 
 新たに定めた自己点検評価項目について、
その理由と共に確認したい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答２５】 
これまで本学における自己点検・評価は地

方独立行政法人法に基づく業務実績評価の比
重が高く、学校教育法第109条第１項の趣旨
に基づいた自己点検・評価は、機関別認証評
価の受審年度を中心に実施していたのが実情
である。令和５年に施行された改正地方独立
行政法人法における年度計画の廃止や、令和
７年度の大学機関別認証評価の受審を契機と
して、自己点検評価のあり方を検討した結
果、教育研究の質保証に資する組織的かつ客
観的な点検評価に取り組むため、新たに点検
評価項目を定めることとした。点検評価項目
は、大学機関別認証評価における重点的な評
価項目も踏まえながら、教育研究の質保証の
適切性を担保するために必要な項目を設定し
た。 

71102 

＜内部監査の推進＞ 

中長期の監査計画に基づ

き、教育・研究、財務、学生

支援、オペレーション等カテ

ゴリー間のバランスを考慮し

た上で、幅広い分野で内部監

査を計画的に実施し、不断の

改善につなげる。 

中期目標期間内において、中長期監査計画に基

づき、令和７年度は①公的研究費、②知的財産管

理、③県内就職の促進、④危機管理・防災体制に

ついて、内部監査を実施した。このうち、①公的

研究費はリスクアプローチにより高額備品、旅費

の執行について監査を行った。 

内部監査結果については、理事長へ報告し教職

員へ情報共有を図るとともに、監事が出席する理

Ⅲ 【質問２６】 
内部監査では公的研究費、知的財産管理、

県内就職の促進、危機管理・防災体制を対象
とされていますが、令和７年度監査での「要
改善」又は「意見」の件数、主な内容、対応
期限、未対応事項の有無をご教示ください。 

【回答２６】 
・公的研究費 意見２件 
 意見：旅費請求における航空機の上位クラ
ス座席利用時の見積書提出の徹底 

 意見：備品の学外貸出手続きの履行徹底 
 対応状況：いずれも令和８年３月の教授会
で周知するとともに、令和８年６月の全教
員対象の不正防止研修会においても説明し
注意喚起を行う。  
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事会において報告を行った。また、「要改善」や

「意見」を述べた事項については、担当課等に今

後の対応（改善）等について報告を求め、その状

況等を適宜確認し理事長及び理事会へ報告した。 

なお、令和６年度内部監査の指摘事項について

は、全て対応済みである。 

・知的財産管理 意見１件 
 意見：保有する特許の管理も含めた今後の
知的財産取扱い方針の検討 

 対応状況：特許取得に関係した職員がほと
んど退職しており、今後の方針について令
和８年度に関係委員会において検討予定。 

・県内就職の促進 意見１件 
 意見：令和６年度県内就職率が目標数値を
下回ったことの要因分析と対策の実施 

 対応状況：関係委員会及び大学戦略会議に
おいて検討を行っている。 

・危機管理・防災体制 要改善１件、意見１   
 件 
 要改善：避難はしごの改修工事の実施 
 対応状況：改修工事の発注手続きに着手済
み。工事完了は令和８年９月の予定。 

 意見：学生の防災意識を高めるより効果的
な取組の検討 

 対応状況：災害発生時の行動フロー、避難
経路の確認や安否確認への着実な対応など
を令和８年４月のガイダンスで教員が直接
説明し、防災意識の向上を図った。また、
緊急地震速報を放送して落下物から身を守
る訓練（シェイクアウト訓練）を今年度実
施予定。 
なお、改善意見への対応状況調査を令和９

年２月頃に実施する。 

Ⅶ－２ 情報の公開・発信に関する取組 

72101 

＜情報公開・情報発信の推進＞ 

法人運営の透明性を確保

し、県民に対する説明責任を

果たすため、財政状況等の法

人情報を公開する。 

大学広報紙やホームペー

ジなどの情報媒体を活用し、

県民、入学希望者、医療機関・

行政機関に対して、本学の教

 法人運営の透明性を確保するため、「法人概要」

「財務諸表」に係る情報を本学ホームページで公

表した。特に、「財務諸表」に関しては、県民へ

の説明責任を果たす視点から会計監査人による

監査を自主的に受けており、監査結果を本学ホー

ムページに公表した。 

 また、公文書の開示については、「公立大学法

人三重県立看護大学が管理する公文書の開示等

に関する規程」に基づき適切に対応した。（令和

Ⅲ  
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育・研究活動や入試に関する

情報の発信を行い、本学への

理解が深まるよう努める。 

大学院広報の動画を完成さ

せ、有効に活用する。 

７年度：情報公開請求９件） 

 

 大学が発信する情報について、内容に応じて対

象者により効果的に届けるために、大学広報誌の

発行方法をリニューアルした。 

高校生・受験生に向けには、新たな広報紙「MCN 

REAL」を発行した。内容は「みかんだい生の日常」

や「推し授業」「みかんだい生の実習体験談」な

ど学生の日常に密着した記事で、県内高校や本学

のイベント参加者などに配布した。 

 従来の「MCN レポート」は、①大学の教育に関

するテーマ、②大学の研究・地域貢献活動に関す

るテーマについてより詳細に紹介する内容とし

たうえで10月と３月に発行した。 

 ホームページを通じて、本学の教育・研究活動

及び地域貢献への取組、並びに入試情報や各種イ

ベント等について広く周知・発信を行った。 

 大学院看護学研究科の広報動画を完成させ、ホ

ームページ及び動画共有サイト上で公開した。

（関連項目21103） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【質問２７】 
 大学院看護学研究科の広報動画を製作公開
したと記されているが、その反響（反応）は
いかがですか。 
大学・学部の動画は作成しないのか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【回答２７】 
大学院の広報動画については、令和８年２

月に公開し、全動画の合計再生回数は599回
（令和８年５月19日現在）である。今後、各
種案内やイベント等の広報機会において積極
的に活用していく予定である。 
学部の動画については、令和６年８月に公

開し、全動画の合計再生回数は5,120回（令
和８年５月19日現在）である。今年度は
Instagramの開設を予定しており、動画への
誘導等、各種コンテンツとの連携を図ること
で、広報効果の向上に努めていく。 

 


